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規

則

   
肥
料
取
締
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。 

  
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日       

福
井
県
知
事 
杉
本 
達
治 福

井
県
規
則
第
五
十
五
号    

肥
料
取
締
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則  

（
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 第

一
条 
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
福
井
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 改

正
後 
改
正
前 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 
肥
料
取
締
法
施
行
細
則 

（
趣
旨
） 第

一
条 
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
九
十
八
号
）
お
よ
び
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
趣
旨
） 第

一
条 
肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の

施
行
に
つ
い
て
は
、
肥
料
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
九
十
八
号
）
お
よ
び

肥
料
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
施
用
上
の
注
意
等
の
表
示
） 第

一
条
の
二 
法
第
四
条
第
一
項
第
七
号
も
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
登
録
を
受

け
た
普
通
肥
料
ま
た
は
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
も
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
へ

の
届
出
に
係
る
指
定
混
合
肥
料
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
普
通
肥
料
」
と
い
う
。
）
の
生
産
業
者

は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
を
生
産
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
容
器
ま
た

は
包
装
の
外
部
（
容
器
お
よ
び
包
装
を
用
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
各
荷
口
ま
た
は
各
個

）
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
施
用
上
の
注
意
等
の
表
示
） 第

一
条
の
二 
法
第
四
条
第
一
項
第
七
号
も
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
登
録
を
受

け
た
普
通
肥
料
ま
た
は
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
も
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
へ

の
届
出
に
係
る
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
を
生
産

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
容
器
ま
た
は
包
装
の
外
部
（
容
器
お
よ
び
包
装
を
用
い
な

い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
各
荷
口
ま
た
は
各
個
）
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
表
示
事
項
を
表
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
生
産
数
量
の
報
告
義
務
） 第

二
条 
普
通
肥
料
の
生
産
業
者
は
、
毎
年
二
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
中
に
生
産
し
た
当
該
肥

料
な
ら
び
に
当
該
肥
料
の
生
産
に
使
用
し
た
原
料
お
よ
び
材
料
に
つ
い
て
、
当
該
肥
料
の
名

称
ご
と
に
数
量
お
よ
び
価
格
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。   

２ 
（
略
） 

（
生
産
数
量
の
報
告
義
務
） 第

二
条 
法
第
四
条
第
一
項
第
七
号
も
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
登
録
を
受
け
た

普
通
肥
料
ま
た
は
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
も
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
へ
の
届

出
に
係
る
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
は
、
毎
年
二
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
中
に
生
産
し
た

当
該
肥
料
お
よ
び
当
該
肥
料
の
生
産
に
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
つ
い
て
、
当
該
肥
料
の
名
称

ご
と
に
数
量
お
よ
び
価
格
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 ２ 

（
略
） 
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（
届
書
の
受
理
） 第

四
条 
知
事
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
ま
た
は
法
第
二
十
三

条
第
一
項
の
届
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
指
定
混
合
肥
料
生

産
業
務
開
始
届
受
領
印
、
特
殊
肥
料
生
産
業
務
開
始
届
受
領
印
ま
た
は
肥
料
販
売
業
務
開
始

届
受
領
印
（
別
記
様
式
）
を
押
印
し
た
副
本
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。  

（
届
書
の
受
理
） 第

四
条 
知
事
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
ま
た
は
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
届
書
を
受
理
し

た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
特
殊
肥
料
生
産
業
務
開
始
届
受
領
印
ま
た
は
肥

料
販
売
業
務
開
始
届
受
領
印
（
別
記
様
式
）
を
押
印
し
た
副
本
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
肥
料
分
析
検
査
結
果
の
公
表
） 第

五
条 
知
事
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
肥
料
ま
た
は
そ
の
原
料
を
収
去
し
た

と
き
は
、
当
該
肥
料
の
分
析
検
査
結
果
の
概
要
を
福
井
県
報
も
し
く
は
新
聞
紙
へ
の
掲
載
ま

た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。  

（
肥
料
分
析
検
査
結
果
の
公
表
） 第

五
条 
知
事
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
肥
料
ま
た
は
そ
の
原
料
を
収
去
し
た

と
き
は
、
当
該
肥
料
の
分
析
検
査
結
果
の
概
要
を
福
井
県
報
ま
た
は
新
聞
に
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。 

 
 

別
表
（
第
一
条
の
二
関
係
） 
別
表
（
第
一
条
の
二
関
係
） 

普
通
肥
料 
表
示
事
項 １ 

石
灰
窒
素
が
原
料
と
し
て
使
用
さ

れ
た
普
通
肥
料
（
原
料
が
石
灰
窒
素

に
限
ら
れ
た
も
の
お
よ
び
化
学
的
操

作
を
加
え
た
も
の
を
除
く
。
）    

こ
の
肥
料
に
は
、
石
灰
窒
素
が
入

っ
て
い
ま
す
か
ら
、
施
用
後
二
十
四

時
間
以
内
は
飲
酒
し
な
い
で
く
だ
さ

い
。  

２ 
た
ば
こ
く
ず
が
原
料
と
し
て
使
用

さ
れ
た
普
通
肥
料        
こ
の
肥
料
に
は
、
た
ば
こ
く
ず
（

粉
末
）
が
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
桑

園
ま
た
は
そ
の
付
近
に
お
い
て
使
用

す
る
と
、
桑
の
葉
に
ニ
コ
チ
ン
が
吸

収
さ
れ
て
、
蚕
に
害
を
与
え
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。  

３ 
土
壌
中
に
お
け
る
硝
酸
化
成
を
抑

制
す
る
材
料
が
使
用
さ
れ
た
尿
素
、

液
状
複
合
肥
料
ま
た
は
家
庭
園
芸
用

複
合
肥
料   

こ
の
肥
料
に
は
、
硝
酸
化
成
抑
制

材
が
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
葉
面
散

布
用
に
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。  

 
普
通
肥
料 
表
示
事
項 １ 

石
灰
窒
素
が
原
料
と
し
て
使
用
さ

れ
た
普
通
肥
料
（
原
料
が
石
灰
窒
素

に
限
ら
れ
た
も
の
お
よ
び
化
学
的
操

作
を
加
え
た
も
の
を
除
く
。
）    

こ
の
肥
料
に
は
、
石
灰
窒
素
が
入

つ
て
い
ま
す
か
ら
、
施
用
後
二
十
四

時
間
以
内
は
飲
酒
し
な
い
で
く
だ
さ

い
。  

２ 
た
ば
こ
く
ず
が
原
料
と
し
て
使
用

さ
れ
た
普
通
肥
料        
こ
の
肥
料
に
は
、
た
ば
こ
く
ず
（

粉
末
）
が
入
つ
て
い
ま
す
か
ら
、
桑

園
ま
た
は
そ
の
付
近
に
お
い
て
使
用

す
る
と
、
桑
の
葉
に
ニ
コ
チ
ン
が
吸

収
さ
れ
て
、
蚕
に
害
を
与
え
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。  

３ 
土
壌
中
に
お
け
る
硝
酸
化
成
を
抑

制
す
る
材
料
が
使
用
さ
れ
た
尿
素
、

液
状
複
合
肥
料
ま
た
は
家
庭
園
芸
用

複
合
肥
料   

こ
の
肥
料
に
は
、
硝
酸
化
成
抑
制

材
が
入
つ
て
い
ま
す
か
ら
、
葉
面
散

布
用
に
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。  
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４ 
チ
オ
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
が
原
料

と
し
て
使
用
さ
れ
た
液
状
窒
素
肥
料

ま
た
は
液
状
複
合
肥
料      
こ
の
肥
料
に
は
、
チ
オ
硫
酸
ア
ン

モ
ニ
ウ
ム
が
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

過
剰
施
用
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、

施
用
後
一
週
間
以
内
は
播
種
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。  

５ 
動
物
由
来
た
ん
白
質
（
飼
料
及
び

飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す

る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令

第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
の
二
の
㈠

に
定
め
る
動
物
由
来
た
ん
白
質
で
あ

っ
て
、
同
㈠
の
表
の
第
二
欄
に
定
め

る
確
認
済
ゼ
ラ
チ
ン
等
以
外
の
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
原
料
と

し
て
使
用
さ
れ
た
普
通
肥
料
（
６
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）   

こ
の
肥
料
に
は
、
動
物
由
来
た
ん

白
質
が
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
家
畜

等
の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
保
管

・
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。  

６ 
動
物
由
来
た
ん
白
質
が
原
料
と
し

て
使
用
さ
れ
た
普
通
肥
料
の
う
ち
、

牛
、
め
ん
羊
ま
た
は
山
羊
に
由
来
す

る
動
物
由
来
た
ん
白
質
が
原
料
と
し

て
使
用
さ
れ
た
も
の
ま
た
は
原
料
事

情
に
よ
り
使
用
す
る
場
合
が
あ
る
も

の   
こ
の
肥
料
に
は
、
牛
等
由
来
た
ん

白
質
が
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
家
畜

等
の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
保
管

・
使
用
し
、
家
畜
等
に
与
え
た
り
、

牧
草
地
等
に
施
用
し
た
り
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。  

 

４ 
チ
オ
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
が
原
料

と
し
て
使
用
さ
れ
た
液
状
窒
素
肥
料

ま
た
は
液
状
複
合
肥
料       
こ
の
肥
料
に
は
、
チ
オ
硫
酸
ア
ン

モ
ニ
ウ
ム
が
入
つ
て
い
ま
す
か
ら
、

過
剰
施
用
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、

施
用
後
一
週
間
以
内
は
播
種
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。  

５ 
動
物
由
来
た
ん
白
質
（
飼
料
及
び

飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す

る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令

第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
の
二
の
㈠

の
ア
、
イ
ま
た
は
ウ
に
定
め
る
ほ
乳

動
物
由
来
た
ん
白
質
、
家
き
ん
由
来

た
ん
白
質 
ま
た
は
魚
介
類
由
来
た

ん
白
質
を
い
う
。
）
が
原
料
と
し
て

使
用
さ
れ
た
普
通
肥
料
（
６
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）   

こ
の
肥
料
に
は
、
動
物
由
来
た
ん

白
質
が
入
つ
て
い
ま
す
か
ら
、
家
畜

等
の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
保
管

・
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。  

６ 
牛
由
来
の
原
料
を
原
料
と
し
て
生

産
さ
れ
た
普
通
肥
料        
こ
の
肥
料
に
は
、
牛
由
来
た
ん
ぱ

く
質
が
入
つ
て
い
ま
す
か
ら
、
家
畜

等
の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
保
管

・
使
用
し
、
家
畜
等
に
与
え
た
り
、

牧
草
地
等
に
施
用
し
た
り
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。  

 
  

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。   

 



5　令和２年11月30日（月） 福 井 県 報 号 外 第 62 号  
（
福
井
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
） 第

二
条 
福
井
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
井
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 改

正
後 
改
正
前 

（
分
掌
事
務
） 第

百
十
六
条
の
九 
福
井
農
林
総
合
事
務
所
の
室
お
よ
び
各
部
の
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 企

画
振
興
室  

一
～
十
一 
（
略
） 農

業
経
営
支
援
部 技

術
経
営
支
援
課 一

～
三 
（
略
） 地

域
農
業
振
興
課 一

～
七 
（
略
） 八 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
お
よ
び
農
薬
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

。  
農
村
整
備
部 （

略
）  

（
略
） ２

～
４ 
（
略
）  

（
分
掌
事
務
） 第

百
十
六
条
の
九 
福
井
農
林
総
合
事
務
所
の
室
お
よ
び
各
部
の
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 企

画
振
興
室  

一
～
十
一 
（
略
） 農

業
経
営
支
援
部 技

術
経
営
支
援
課 一

～
三 
（
略
） 地

域
農
業
振
興
課 一

～
七 
（
略
） 八 

肥
料
取
締
法
お
よ
び
農
薬
取
締
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。  

農
村
整
備
部 （

略
）  

（
略
） ２

～
４ 
（
略
） 

 
（
福
井
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
） 第

三
条 
福
井
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
井
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 改

正
後 
改
正
前 

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
）
嶺
南
振
興
局
長
以
外
の
出
先
機
関
の
長
へ
の
個
別
委
任
事
項 
別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
）
嶺
南
振
興
局
長
以
外
の
出
先
機
関
の
長
へ
の
個
別
委
任
事
項 

出
先
機
関
の
長 
委
任
事
項 （

略
） 
（
略
） 陶

芸
館
長 
（
略
） 農

林
総
合
事
務
所
長 
一
～
十 
（
略
） 十

一 
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
。

以
下
こ
の
項
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事

務  

出
先
機
関
の
長 
委
任
事
項 （

略
） 
（
略
） 陶

芸
館
長 
（
略
） 農

林
総
合
事
務
所
長    
一
～
十 
（
略
）    
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（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 第

四
条 
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
福
井
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
１ 
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
業
者

の
営
業
の
開
始
の
届
出
お
よ
び
届
出
事
項
の
変
更
の
届

出
を
受
理
す
る
こ
と
。 十

二 
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
中
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務 １ 

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
業

者
の
販
売
業
務
の
開
始
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 ２ 

法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
業

者
の
販
売
業
務
の
開
始
に
係
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届

出
ま
た
は
販
売
業
務
の
廃
止
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と

。 奥
越
農
林
総
合
事
務
所

長 
（
略
） （

略
） 
（
略
）  

             奥
越
農
林
総
合
事
務
所

長 
（
略
） （

略
） 
（
略
）  

別
表
第
二
の
二
（
第
六
条
関
係
）
嶺
南
振
興
局
長
へ
の
個
別
委
任
事
項 
別
表
第
二
の
二
（
第
六
条
関
係
）
嶺
南
振
興
局
長
へ
の
個
別
委
任
事
項 

出
先
機
関
の
長 
委
任
事
項 嶺

南
振
興
局
長 
（
略
） （

産
業
労
働
部
産
業
技
術
課
関
係
） 一

～
三 
（
略
） （

農
林
水
産
部
流
通
販
売
課
関
係
） 一 

（
略
） 二 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
中
「
法
」
と
い
う

。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務 １

・
２ 
（
略
） （

農
林
水
産
部
農
村
振
興
課
、
農
林
水
産
部
水
産
課
、
土

木
部
砂
防
防
災
課
お
よ
び
土
木
部
港
湾
空
港
課
関
係
） 一 

（
略
） （

略
）  

出
先
機
関
の
長 
委
任
事
項 嶺

南
振
興
局
長 
（
略
） （

産
業
労
働
部
産
業
技
術
課
関
係
） 一

～
三 
（
略
） （

農
林
水
産
部
流
通
販
売
課
関
係
） 一 

（
略
） 二 

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。

以
下
こ
の
項
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事

務 １
・
２ 
（
略
） （

農
林
水
産
部
農
村
振
興
課
、
農
林
水
産
部
水
産
課
、
土

木
部
砂
防
防
災
課
お
よ
び
土
木
部
港
湾
空
港
課
関
係
） 一 

（
略
） （

略
）  
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附 
則  

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 改

正
後 
改
正
前 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 
別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

一 
条
例
別
表
第

一
の
一
の
項
の

規
則
で
定
め
る

事
務 

一 
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
ま
た
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答 二 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
各
項
の
届

出
の
受
理
ま
た
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 三 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
も

し
く
は
第
二
項
の
書
替
交
付
ま
た
は
同
条
第
三
項
の
再
交
付
の

申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
ま
た

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 四 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
二
第
一

項
も
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
二
条
ま
た
は
第
二
十
三
条
の
届

出
の
受
理
ま
た
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 

二
～
十
二 
（
略

） 
（
略
）  

一 
条
例
別
表
第

一
の
一
の
項
の

規
則
で
定
め
る

事
務 

一 
肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四

条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
ま
た
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答  

二 
肥
料
取
締
法
第
十
三
条
各
項
の
届
出
の
受
理
ま
た
は
そ
の
届

出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 三 

肥
料
取
締
法
第
十
三
条
第
一
項
も
し
く
は
第
二
項
の
書
替
交

付
ま
た
は
同
条
第
三
項
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
ま
た
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応

答 四 
肥
料
取
締
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
も
し
く
は
第
三
項
、
第

二
十
二
条
ま
た
は
第
二
十
三
条
の
届
出
の
受
理
ま
た
は
そ
の
届

出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査 二

～
十
二 
（
略

） 
（
略
）  

　

　

福
井
県
漁
業
調
整
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

杉
本　

達
治

福
井
県
規
則
第
五
十
六
号

　
　
　

福
井
県
漁
業
調
整
規
則

　

福
井
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
井
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次

　

第
一
章　

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

　

第
二
章　

漁
業
の
許
可
（
第
四
条
―
第
三
十
一
条
）

　

第
三
章　

 

水
産
資
源
の
保
護
培
養
お
よ
び
漁
業
調
整
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置
（
第
三
十
二
条
―
第
四

十
四
条
）

　

第
四
章　

漁
業
の
取
締
り
（
第
四
十
五
条
―
第
四
十
八
条
）

　

第
五
章　

雑
則
（
第
四
十
九
条
―
第
五
十
四
条
）

　

第
六
章　

罰
則
（
第
五
十
五
条
―
第
五
十
八
条
）

　

附
則

　
　
　

第
一
章　

総
則
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（
目
的
）

第 

一
条　

こ
の
規
則
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

、
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
そ
の
他
漁
業
に
関
す
る
法
令
と
相
ま
っ

て
、
福
井
県
に
お
け
る
水
産
資
源
の
保
護
培
養
お
よ
び
漁
業
調
整
を
図
り
、
も
っ
て
漁
業
生
産
力
を
発

展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
の
申
請
）

第 

二
条　

県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
は
、
次
に
掲
げ
る
漁
業
ま
た
は
や
な
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
採
捕

に
関
し
、
第
八
条
第
一
項
ま
た
は
第
三
十
三
条
第
三
項
の
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
住
所
の
所
在
す
る
都
道
府
県
の
知
事
の
意
見
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

　

二 　

小
型
い
か
釣
り
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し

て
釣
り
に
よ
り
す
る
め
い
か
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

（
代
表
者
の
届
出
）

第 

三
条　

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
代
表
者
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一 　

申
請
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
お
よ
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）

　

二 　

代
表
者
と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
お
よ
び
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

　
　
　

第
二
章　

漁
業
の
許
可

　

（
知
事
に
よ
る
漁
業
の
許
可
）

第 

四
条　

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
漁
業
（
第
五

号
、
第
七
号
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
、
第
十
七
号
お
よ
び
第
十
八
号
に

掲
げ
る
漁
業
に
あ
っ
て
は
、
組
合
員
行
使
権
者
が
営
む
当
該
組
合
員
行
使
権
の
内
容
た
る
当
該
漁
業
を

除
く
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

一 　

小
型
ま
き
網
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
使
用
し
て
小
型
ま
き
網
に

よ
り
行
う
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

二 　

機
船
船
び
き
網
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
機
船
船
び
き
網
に
よ
り
行
う
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）

　

三 　

ご
ち
網
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
動
力
漁
船
を
使
用
し
て
ご
ち
網
に
よ
り
行
う
漁
業
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）

　

四 　

刺
し
網
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
動
力
漁
船
を
使
用
し
て
刺
し
網
に
よ
り
行
う
漁
業
（
次
号
に
掲
げ

る
固
定
式
刺
し
網
漁
業
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

五 　

固
定
式
刺
し
網
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
動
力
漁
船
を
使
用
し
て
固
定
式
刺
し
網
に
よ
り
行
う
漁
業

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

六 　

敷
網
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
敷
網
に
よ
り
行
う
漁
業
（
次
号
に
掲
げ
る
固
定
式
敷
網
漁
業
を
除
く

。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

七　

固
定
式
敷
網
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
固
定
式
敷
網
に
よ
り
行
う
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

八 　

つ
け
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
つ
け
に
よ
り
し
い
ら
ま
た
は
ぶ
り
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

九 　

た
こ
つ
ぼ
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
動
力
漁
船
を
使
用
し
て
た
こ
つ
ぼ
に
よ
り
行
う
漁
業
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

　

十 　

か
ご
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
を
使
用
し
て
か
ご
に
よ
り
行
う

漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

十 

一　

は
え
な
わ
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
を
使
用
し
て
は
え
な
わ

に
よ
り
さ
け
ま
た
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

十
二　

小
型
い
か
釣
り
漁
業

　

十
三　

小
型
定
置
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
小
型
定
置
網
に
よ
り
行
う
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

十
四　

地
び
き
網
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
地
び
き
網
に
よ
り
行
う
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

十
五　

飼
付
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
飼
付
け
に
よ
り
行
う
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

十 

六　

潜
水
器
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
潜
水
器
（
簡
易
潜
水
器
を
含
む
。
）
に
よ
り
行
う
漁
業
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）

　

十 

七　

あ
わ
び
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
あ
わ
び
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
（
前
号
に
掲
げ
る
潜

水
器
漁
業
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

十 

八　

な
ま
こ
漁
業
（
海
面
に
お
い
て
な
ま
こ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
（
小
型
機
船
底
び
き

網
漁
業
、
第
五
号
に
掲
げ
る
固
定
式
刺
し
網
漁
業
お
よ
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
潜
水
器
漁
業
を
除
く

。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

２ 　

前
項
の
許
可
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
ま
た
は
前
項
第
一
号
か

ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
に
あ
っ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
お
よ
び
船
舶
等
ご
と
に
、
そ
の
他
の
漁

業
に
あ
っ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
許
可
を
受
け
た
者
の
責
務
）

第 

五
条　

知
事
許
可
漁
業
に
つ
い
て
許
可
を
受
け
た
者
は
、
資
源
管
理
を
適
切
に
す
る
た
め
に
必
要
な
取

組
を
自
ら
行
う
と
と
も
に
、
漁
業
の
生
産
性
の
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
起
業
の
認
可
）

第 

六
条　

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
現
に
船
舶
等
を
使
用
す
る
権
利
を
有
し
な
い
も
の
は
、

船
舶
等
の
建
造
ま
た
は
製
造
に
着
手
す
る
前
ま
た
は
船
舶
等
を
譲
り
受
け
、
借
り
受
け
、
そ
の
返
還
を

受
け
、
そ
の
他
船
舶
等
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
す
る
前
に
、
船
舶
等
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
起
業
に

つ
き
知
事
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第 

七
条　

前
条
の
認
可
（
以
下
「
起
業
の
認
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
が
そ
の
起
業
の
認
可
に
基
づ

い
て
許
可
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
の
内
容
が
認
可
を
受
け
た
内
容
と
同
一
で
あ
る
と
き
は

、
知
事
は
、
第
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
許
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２ 　

起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
が
、
認
可
を
受
け
た
日
か
ら
知
事
の
指
定
し
た
期
間
内
に
許
可
を
申
請
し
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な
い
と
き
は
、
起
業
の
認
可
は
、
そ
の
期
間
の
満
了
の
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

　

（
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
の
申
請
）

第 

八
条　

許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
漁
業
ま
た
は
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
に
あ
っ
て
は
当

該
漁
業
ご
と
お
よ
び
船
舶
等
ご
と
に
、
そ
の
他
の
漁
業
に
あ
っ
て
は
当
該
漁
業
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一 　

申
請
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
お
よ
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）

　

二　

知
事
許
可
漁
業
の
種
類

　

三　

操
業
区
域
、
漁
業
時
期
、
漁
獲
物
の
種
類
お
よ
び
漁
業
根
拠
地

　

四　

漁
具
の
種
類
、
数
お
よ
び
規
模

　

五 　

使
用
す
る
船
舶
の
名
称
、
漁
船
登
録
番
号
、
総
ト
ン
数
な
ら
び
に
推
進
機
関
の
種
類
お
よ
び
馬
力

数

　

六　

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２ 　

知
事
は
、
前
項
の
申
請
書
の
ほ
か
、
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
関
し
必

要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
し
な
い
場
合
）

第 

九
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
知
事
は
、
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

　

一　

申
請
者
が
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
格
性
を
有
す
る
者
で
な
い
場
合

　

二　

そ
の
申
請
に
係
る
漁
業
と
同
種
の
漁
業
の
許
可
の
不
当
な
集
中
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

２ 　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
し
な
い
と
き
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
当
該
申
請
者
に
そ
の
理
由
を
文
書
を
も
っ
て
通
知
し
、
公
開
に
よ
る
意
見

の
聴
取
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３ 　

前
項
の
意
見
の
聴
取
に
際
し
て
は
、
当
該
申
請
者
ま
た
は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
弁

明
し
、
か
つ
、
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
に
つ
い
て
の
適
格
性
）

第 

十
条　

許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
に
つ
い
て
適
格
性
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
者
と
す
る
。

　

一 　

漁
業
ま
た
は
労
働
に
関
す
る
法
令
を
遵
守
せ
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
遵
守
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

二　

暴
力
団
員
等
で
あ
る
こ
と
。

　

三 　

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
ま
た
は
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
で
定
め

る
使
用
人
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

四　

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

五　

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
等
が
知
事
の
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
こ
と
。

２ 　

知
事
は
、
前
項
第
五
号
の
基
準
を
定
め
、
ま
た
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
海
区
漁
業
調
整
委

員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
新
規
の
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
）

第 

十
一
条　

知
事
は
、
許
可
（
第
七
条
第
一
項
お
よ
び
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
た
は
起
業
の
認
可
（
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
む
者
の

数
、
当
該
知
事
許
可
漁
業
に
係
る
船
舶
等
の
数
お
よ
び
そ
の
操
業
の
実
態
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て

、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
制
限
措
置
を
定
め
、
当
該
制
限
措
置
の
内
容
お
よ
び
許
可
ま
た
は
起
業

の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一 　

漁
業
種
類
（
知
事
許
可
漁
業
を
水
産
動
植
物
の
種
類
、
漁
具
の
種
類
そ
の
他
の
漁
業
の
方
法
に
よ

り
区
分
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　

二　

許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数
お
よ
び
船
舶
の
総
ト
ン
数
ま
た
は
漁
業
者
の
数

　

三　

推
進
機
関
の
馬
力
数

　

四　

操
業
区
域

　

五　

漁
業
時
期

　

六　

漁
業
を
営
む
者
の
資
格

２ 　

前
項
の
申
請
す
べ
き
期
間
は
、
一
月
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
漁
業
の
種
類
ご
と
に
知
事
が
定

め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
月
以
上
の
申
請
期
間
を
定
め
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
す
る
と

す
れ
ば
当
該
漁
業
の
操
業
の
時
機
を
失
し
、
当
該
漁
業
を
営
む
者
の
経
営
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
と

認
め
ら
れ
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３ 　

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
制
限
措
置
の
内
容
お
よ
び
申
請
す
べ
き
期
間
を
定
め
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４ 　

第
一
項
の
申
請
す
べ
き
期
間
内
に
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
申
請
し
た
者
に
対
し
て
は
、
知
事
は

、
第
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５ 　

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
し
た
船
舶
等
の
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
知
事
許
可
漁

業
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
許
可
の
基
準
を
定
め
、
こ

れ
に
従
っ
て
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
す
る
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

６ 　

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
す
る
者
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
公

正
な
方
法
で
く
じ
を
行
い
、
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
す
る
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

７ 　

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
漁
業
者
の
数
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
し
た
漁
業
者
の
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
知
事
許

可
漁
業
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
許
可
の
基
準
を
定
め

、
こ
れ
に
従
っ
て
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
す
る
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

８ 　

許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
の
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
を
し
た
後
に
死
亡
し
、
ま
た
は
合
併
に
よ

り
解
散
し
、
も
し
く
は
分
割
（
当
該
申
請
に
係
る
権
利
お
よ
び
義
務
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限

る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
協
議
に
よ
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り
当
該
申
請
を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
当
該
合
併
後
存
続

す
る
法
人
も
し
く
は
当
該
合
併
に
よ
っ
て
成
立
し
た
法
人
ま
た
は
当
該
分
割
に
よ
っ
て
当
該
権
利
お
よ

び
義
務
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
の
申
請
を
し
た
者
の
地
位
を
承

継
す
る
。

９ 　

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
の
申
請
を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
そ
の

事
実
を
証
す
る
書
面
を
添
え
、
承
継
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

（
公
示
に
お
け
る
留
意
事
項
）

第 

十
二
条　

知
事
は
、
漁
獲
割
当
て
の
対
象
と
な
る
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
通
常
伴
う
と
認
め
ら
れ
る

知
事
許
可
漁
業
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
知
事
許

可
漁
業
に
お
い
て
採
捕
す
る
と
見
込
ま
れ
る
水
産
資
源
の
総
量
の
う
ち
に
漁
獲
割
当
て
の
対
象
と
な
る

特
定
水
産
資
源
の
数
量
の
占
め
る
割
合
が
知
事
が
定
め
る
割
合
を
下
回
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き

、
船
舶
等
の
数
お
よ
び
船
舶
の
総
ト
ン
数
そ
の
他
の
船
舶
等
の
規
模
に
関
す
る
制
限
措
置
を
定
め
な
い

も
の
と
す
る
。

　

（
許
可
等
の
条
件
）

第 

十
三
条　

知
事
は
、
漁
業
調
整
そ
の
他
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
許
可
ま
た
は
起
業
の

認
可
を
す
る
に
当
た
り
、
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
に
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２ 　

知
事
は
、
漁
業
調
整
そ
の
他
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
後

、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
に
条
件
を
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

３ 　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律

第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、

聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４ 　

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
継
続
の
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
等
）

第 

十
四
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
申
請
の
内
容
が
従
前
の
許
可
ま
た
は
起

業
の
認
可
を
受
け
た
内
容
と
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
第
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
を
除
き
、
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一 　

許
可
（
知
事
が
指
定
す
る
漁
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者

が
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
日
の
到
来
の
た
め
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
と
同
一
の
船
舶

に
つ
い
て
許
可
を
申
請
し
た
と
き
。

　

二 　

許
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
を
当
該
知
事
許

可
漁
業
に
使
用
す
る
こ
と
を
廃
止
し
、
他
の
船
舶
に
つ
い
て
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
申
請
し
た

と
き
。

　

三 　

許
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
が
滅
失
し
、
ま
た
は
沈
没
し
た
た
め
、
滅
失
ま

た
は
沈
没
の
日
か
ら
六
月
以
内
（
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
限
る
。
）
に
他
の
船
舶
に
つ
い
て
許

可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
申
請
し
た
と
き
。

　

四 　

許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に
、
許
可
を
受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借

り
受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他
相
続
ま
た
は
法
人
の
合
併
も
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ

り
当
該
船
舶
を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
知
事
許
可
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
、
当
該
船

舶
に
つ
い
て
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
申
請
し
た
と
き
。

２ 　

前
項
第
一
号
の
申
請
は
、
従
前
の
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
日
の
三
月
前
か
ら
一
月
前
ま
で
の
間
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
状
況
を
勘
案
し
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
適

当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
定
め
て
公
示
す
る
期
間
内
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

（
許
可
の
有
効
期
間
）

第 

十
五
条　

許
可
の
有
効
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
許
可
を
し
た

場
合
は
、
従
前
の
許
可
の
残
存
期
間
と
す
る
。

　

一　

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業　

五
年

　

二　

第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
漁
業　

三
年

２ 　

知
事
は
、
漁
業
調
整
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

前
項
の
期
間
よ
り
短
い
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
変
更
の
許
可
）

第 

十
六
条　

知
事
許
可
漁
業
の
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
が
、
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
制
限
措
置
と
異
な
る
内
容
に
よ
り
、
知
事
許

可
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

前
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一 　

申
請
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
お
よ
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）

　

二　

漁
業
種
類

　

三　

知
事
許
可
漁
業
の
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
の
番
号

　

四　

知
事
許
可
漁
業
の
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
年
月
日

　

五　

変
更
の
内
容

　

六　

変
更
の
理
由

３ 　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
変
更
の
許
可

を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
関
し
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
相
続
ま
た
は
法
人
の
合
併
も
し
く
は
分
割
）

第 

十
七
条　

許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
、
解
散
し
、
ま
た
は
分
割
（
当
該
許
可
ま

た
は
起
業
の
認
可
に
基
づ
く
権
利
お
よ
び
義
務
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き

は
、
そ
の
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
協
議
に
よ
り
知
事
許
可
漁
業
を
営

む
べ
き
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
も
し
く
は
合
併
に
よ
っ
て
成
立
し
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た
法
人
ま
た
は
分
割
に
よ
っ
て
当
該
権
利
お
よ
び
義
務
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
許
可
ま
た

は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２ 　

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
そ
の
事
実

を
証
す
る
書
面
を
添
え
、
承
継
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

　

（
許
可
等
の
失
効
）

第 

十
八
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
は
、
そ
の
効
力
を

失
う
。

　

一　

許
可
を
受
け
た
船
舶
を
当
該
知
事
許
可
漁
業
に
使
用
す
る
こ
と
を
廃
止
し
た
と
き
。

　

二　

許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
船
舶
が
滅
失
し
、
ま
た
は
沈
没
し
た
と
き
。

　

三 　

許
可
を
受
け
た
船
舶
を
譲
渡
し
、
貸
し
付
け
、
返
還
し
、
そ
の
他
そ
の
船
舶
を
使
用
す
る
権
利
を

失
っ
た
と
き
。

２ 　

許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と

き
は
、
そ
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３ 　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
許
可
を
受
け
た
者
が
当
該
許
可
に
係
る
知
事
許
可
漁
業
を
廃
止
し
た

と
き
は
、
当
該
許
可
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許

可
に
係
る
知
事
許
可
漁
業
を
廃
止
し
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

（
休
業
等
の
届
出
）

第 

十
九
条　

許
可
を
受
け
た
者
は
、
一
漁
業
時
期
以
上
に
わ
た
っ
て
休
業
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
休
業

期
間
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

許
可
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
休
業
中
の
漁
業
に
つ
き
就
業
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
知

事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
休
業
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
）

第 

二
十
条　

知
事
は
、
許
可
を
受
け
た
者
が
そ
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
間
ま
た
は
引
き
続
き
一
年

間
休
業
し
た
と
き
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。

２ 　

許
可
を
受
け
た
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
許
可
の
効
力
を
停
止
さ
れ
た
期
間
お
よ
び
法
第
百
十
九
条
第
一
項
も
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
く
命
令
、
法
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
法

第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
ま
た
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法

第
百
二
十
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
り
知
事
許
可
漁
業
を
禁
止
さ
れ
た
期
間
は
、
前
項
の

期
間
に
算
入
し
な
い
。

３ 　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
）

第 

二
十
一
条　

許
可
を
受
け
た
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
許
可
漁
業
の
種
類
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
限
ま
で
に
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
知
事
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

知
事
許
可
漁
業
の
種
類

期
限

中
型
ま
き
網
漁
業
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
機
船
底
び
き
網
漁
業
に

限
る
。
）
、
小
型
ま
き
網
漁
業
お
よ
び
か
ご
漁
業
（
べ
に
ず
わ
い
か
ご
漁

業
に
限
る
。
）

翌
月
の
末
日
ま
で

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
除
く
。
）
、
機
船
船

び
き
網
漁
業
、
ご
ち
網
漁
業
、
刺
し
網
漁
業
、
固
定
式
刺
し
網
漁
業
、
敷

網
漁
業
、
固
定
式
敷
網
漁
業
、
つ
け
漁
業
、
た
こ
つ
ぼ
漁
業
、
か
ご
漁
業

（
べ
に
ず
わ
い
か
ご
漁
業
を
除
く
。
）
、
は
え
な
わ
漁
業
、
小
型
い
か
釣

り
漁
業
、
小
型
定
置
網
漁
業
、
地
び
き
網
漁
業
、
飼
付
漁
業
、
潜
水
器
漁

業
、
あ
わ
び
漁
業
お
よ
び
な
ま
こ
漁
業

毎
年
の
漁
業
時
期
終
了
の

翌
月
末
日
ま
で

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
）

　

二　

許
可
番
号

　

三　

報
告
の
対
象
と
な
る
期
間

　

四　

漁
獲
量
そ
の
他
の
漁
業
生
産
の
実
績

　

五　

漁
業
の
方
法
、
操
業
日
数
、
操
業
区
域
そ
の
他
の
操
業
の
状
況

　

六　

資
源
管
理
に
関
す
る
取
組
の
実
施
状
況
そ
の
他
の
資
源
管
理
の
状
況

　

七　

そ
の
他
必
要
な
事
項

　

（
適
格
性
の
喪
失
等
に
よ
る
許
可
等
の
取
消
し
等
）

第 

二
十
二
条　

知
事
は
、
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
が
第
九
条
第
一
項
第
二
号
ま
た
は
第
十

条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を

聴
い
て
、
当
該
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

知
事
は
、
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
が
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き

は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
変
更
し
、
取
り
消

し
、
ま
た
は
そ
の
効
力
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３ 　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４ 　

第
一
項
ま
た
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
公
益
上
の
必
要
に
よ
る
許
可
等
の
取
消
し
等
）

第 

二
十
三
条　

知
事
は
、
漁
業
調
整
そ
の
他
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
海
区
漁
業
調
整
委

員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
許
可
ま
た
は
起
業
の
認
可
を
変
更
し
、
取
り
消
し
、
ま
た
は
そ
の
効
力
の
停

止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
条
第
三
項
お
よ
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
許
可
証
の
交
付
）
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第 

二
十
四
条　

知
事
は
、
許
可
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
許
可
証

を
交
付
す
る
。

　

一 　

許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
お
よ
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
）

　

二　

漁
業
種
類

　

三　

操
業
区
域
お
よ
び
漁
業
時
期

　

四 　

使
用
す
る
船
舶
の
名
称
、
漁
船
登
録
番
号
、
総
ト
ン
数
な
ら
び
に
推
進
機
関
の
種
類
お
よ
び
馬
力

数

　

五　

許
可
の
有
効
期
間

　

六　

条
件

　

七　

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

　

（
許
可
証
の
備
付
け
等
の
義
務
）

第 

二
十
五
条　

許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
漁
業
を
操
業
す
る
と
き
は
、
許
可
証
を
当
該
許

可
に
係
る
船
舶
内
に
備
え
付
け
、
ま
た
は
自
ら
携
帯
し
、
も
し
く
は
操
業
責
任
者
（
船
舶
の
船
長
、
船

長
の
職
務
を
行
う
者
ま
た
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
携
帯
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２ 　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
許
可
証
を
行

政
庁
に
提
出
中
で
あ
る
者
が
、
当
該
許
可
に
係
る
漁
業
を
操
業
す
る
と
き
は
、
知
事
が
そ
の
記
載
内
容

が
許
可
証
の
記
載
内
容
と
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
許
可
証
を
行
政
庁
に
提
出
中
で
あ
る
旨
を
証
明

し
た
許
可
証
の
写
し
を
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
内
に
備
え
付
け
、
ま
た
は
自
ら
携
帯
し
、
も
し
く
は

操
業
責
任
者
に
携
帯
さ
せ
れ
ば
足
り
る
。

３ 　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
許
可
証
の
交
付
ま
た
は
還
付
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
同
項
に
規
定
す

る
許
可
証
の
写
し
を
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
許
可
証
の
譲
渡
等
の
禁
止
）

第 

二
十
六
条　

許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
証
ま
た
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
写
し
を
他

人
に
譲
渡
し
、
ま
た
は
貸
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

第 

二
十
七
条　

許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
（
船
舶
の
総
ト
ン
数

ま
た
は
推
進
機
関
の
馬
力
数
の
変
更
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
工
事
が
終
わ
っ
た
と
き
ま
た
は

機
関
換
装
の
終
わ
っ
た
と
き
）
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
て

、
知
事
に
許
可
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一 　

申
請
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
お
よ
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）

　

二　

漁
業
種
類

　

三　

許
可
を
受
け
た
年
月
日
お
よ
び
許
可
番
号

　

四　

書
換
え
の
内
容

　

五　

書
換
え
を
必
要
と
す
る
理
由

　

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第 

二
十
八
条　

許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
証
を
亡
失
し
、
ま
た
は
毀
損
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
理

由
を
付
し
て
知
事
に
許
可
証
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
許
可
証
の
書
換
え
交
付
お
よ
び
再
交
付
）

第 

二
十
九
条　

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
許
可
証
を
書
き
換
え
て
交
付
し
、
ま
た

は
再
交
付
す
る
。

　

一 　

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
条
件
を
付
け
、
ま
た
は
同
条
第
一
項
も
し
く
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
付
け
た
条
件
を
変
更
し
、
も
し
く
は
取
り
消
し
た
と
き
。

　

二 　

第
十
六
条
第
一
項
の
許
可
（
船
舶
の
総
ト
ン
数
ま
た
は
推
進
機
関
の
馬
力
数
の
変
更
に
係
る
許
可

を
除
く
。
）
を
し
た
と
き
。

　

三　

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

　

四　

第
二
十
二
条
第
二
項
ま
た
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
許
可
を
変
更
し
た
と
き
。

　

五 　

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
書
換
え
交
付
ま
た
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た

と
き
。

　

（
許
可
証
の
返
納
）

第 

三
十
条　

許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
ま
た
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は

、
速
や
か
に
、
そ
の
許
可
証
を
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の

書
換
え
交
付
ま
た
は
再
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
従
前
の
許
可
証
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２ 　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
許
可
証
を
返
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨

を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３ 　

許
可
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
、
ま
た
は
合
併
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
、
も
し
く
は
合
併
に
よ
り

消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
、
清
算
人
ま
た
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
も
し
く
は
合
併
に
よ
っ
て

成
立
し
た
法
人
の
代
表
者
が
前
二
項
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
許
可
番
号
を
表
示
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

第 

三
十
一
条　

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
の
外
部
の
両

舷
側
の
中
央
部
に
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
許
可
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
漁
業

に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２ 　

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
ま
た
は
取
り

消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
表
示
を
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

第
三
章　

水
産
資
源
の
保
護
培
養
お
よ
び
漁
業
調
整
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置

　

（
漁
業
の
禁
止
）

第 

三
十
二
条　

何
人
も
、
海
面
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
漁
業
の
方
法
に
よ
り
営
む
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら

な
い
。

　

一　

空
釣
り
こ
ぎ

　

二 　

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
を
使
用
し
て
さ
け
ま
た
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

は
え
な
わ
（
最
大
高
潮
時
海
岸
線
（
以
下
「
陸
岸
」
と
い
う
。
）
か
ら
四
十
海
里
以
内
の
福
井
県
地

先
海
面
に
お
い
て
、
一
月
一
日
か
ら
五
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
行
う
も
の
を
除
く
。
）
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（
内
水
面
に
お
け
る
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
許
可
）

第 
三
十
三
条　

内
水
面
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
漁
具
ま
た
は
漁
法
に
よ
っ
て
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
漁
具
ま
た
は
漁
法
ご
と
に
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

四
ツ
手
網

　

二　

刺
し
網

　

三　

あ
ゆ
瀬
張
網

　

四　

ふ
く
ろ
網

　

五　

地
び
き
網

　

六　

し
ば
づ
け

　

七　

威
な
わ

　

八　

せ
ん

　

九　

え
り

　

十　

や
な

　

十
一　

前
各
号
以
外
の
も
の
で
幅
ま
た
は
長
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
網
漁
具
を
使
用
す
る
漁
法

２　

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。

　

一　

漁
業
権
ま
た
は
組
合
員
行
使
権
を
有
す
る
者
が
こ
れ
ら
の
権
利
に
基
づ
い
て
採
捕
す
る
場
合

　

二　

法
第
百
七
十
条
第
一
項
の
遊
漁
規
則
に
基
づ
い
て
採
捕
す
る
場
合

３ 　

第
一
項
の
許
可
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
採
捕
の
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

、
漁
具
ま
た
は
漁
法
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

一 　

申
請
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
お
よ
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）

　

二　

採
捕
の
種
類

　

三　

採
捕
す
る
区
域
、
期
間
お
よ
び
水
産
動
植
物
の
種
類

　

四　

漁
具
の
数
お
よ
び
規
模

　

五 　

使
用
す
る
船
舶
の
名
称
、
漁
船
登
録
番
号
、
総
ト
ン
数
な
ら
び
に
推
進
機
関
の
種
類
お
よ
び
馬
力

数

　

六　

採
捕
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

　

七　

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

４　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
知
事
は
、
採
捕
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

一　

申
請
者
が
第
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合

　

二　

漁
業
調
整
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

５ 　

採
捕
の
許
可
の
有
効
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
漁
業
調
整
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
知
事
は
、
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て

、
そ
の
期
間
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６ 　

採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
、
解
散
し
、
ま
た
は
分
割
（
当
該
許
可
に
係
る
事
業
の
全
部
を

承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

７ 　

知
事
は
、
採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
が
そ
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
間
ま
た
は
引
き
続
き
一
年

間
そ
の
許
可
に
係
る
漁
具
ま
た
は
漁
法
に
よ
り
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
な
い
と
き
は
、
内
水
面
漁
場
管

理
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

８ 　

採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
第
十
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
効
力
を
停
止
さ
れ
た
期
間
お
よ
び
法
第
百
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
も
し
く
は
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
り
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
漁
具
ま
た
は
漁
法
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
採
捕
を
禁
止
さ
れ
た
期
間
は
、
前
項
の
期
間
に
算
入
し

な
い
。

９ 　

知
事
は
、
採
捕
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
許
可
証
を

交
付
す
る
。

　

一 　

採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
お
よ
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）

　

二　

採
捕
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

　

三　

使
用
す
る
船
舶
の
名
称
お
よ
び
漁
船
登
録
番
号

　

四　

許
可
の
有
効
期
間

　

五　

条
件

　

六　

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

10 　

採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
漁
具
ま
た
は
漁
法
に
よ
り
水
産
動
植
物
を
採
捕
す

る
と
き
は
、
前
項
の
許
可
証
を
自
ら
携
帯
し
、
ま
た
は
採
捕
に
従
事
す
る
者
に
携
帯
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

11 　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
許
可
証
を
行

政
庁
に
提
出
中
で
あ
る
者
が
、
当
該
許
可
に
係
る
漁
具
ま
た
は
漁
法
に
よ
り
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る

と
き
は
、
知
事
が
そ
の
記
載
内
容
が
許
可
証
の
記
載
内
容
と
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
許
可
証
を
行

政
庁
に
提
出
中
で
あ
る
旨
を
証
明
し
た
許
可
証
の
写
し
を
自
ら
携
帯
し
、
ま
た
は
採
捕
に
従
事
す
る
者

に
携
帯
さ
せ
れ
ば
足
り
る
。

12 　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
許
可
証
の
交
付
ま
た
は
還
付
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
同
項
に
規
定
す

る
許
可
証
の
写
し
を
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

13 　

第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
、
第
十
三
条
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条

、
第
二
十
三
条
な
ら
び
に
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
採
捕
の
許
可
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

　

（
禁
止
期
間
等
）

第 

三
十
四
条　

何
人
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
中
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
種
共
同
漁
業
を
内
容
と

す
る
漁
業
権
ま
た
は
こ
れ
ら
に
係
る
組
合
員
行
使
権
に
基
づ
い
て
種
苗
と
し
て
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
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水
産
動
物

禁
止
期
間

禁
止
区
域

一 　

あ
わ
び
（
殻
長
（
長
径
）
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

海
面

二 　

あ
わ
び
（
殻
長
（
長
径
）
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

九
月
十
五
日
か
ら
十

一
月
十
五
日
ま
で

海
面

三　

さ
ざ
え
（
殻
蓋
（
へ
た
）
の
長
径
二

・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限

る
。
）

一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

海
面

四 　

さ
ざ
え
（
殻
蓋
（
へ
た
）
の
長
径
二

・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

に
限
る
。
）

四
月
一
日
か
ら
五
月

三
十
一
日
ま
で

海
面
（
坂
井
市
崎
地
先
ハ
ゼ
鼻
突
端

、
同
突
端
か
ら
正
北
五
百
メ
ー
ト
ル

の
点
、
同
市
三
国
町
安
島
地
先
雄
島

北
端
か
ら
正
北
五
百
メ
ー
ト
ル
の
点

、
同
地
先
雄
島
西
端
か
ら
正
西
三
百

メ
ー
ト
ル
の
点
、
同
市
三
国
町
米
ヶ

脇
地
先
カ
ツ
崎
西
端
か
ら
正
西
四
百

メ
ー
ト
ル
の
点
、
同
地
先
カ
ツ
崎
西

端
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
陸

岸
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域
を
除

く
。
）

五 　

ま
だ
こ
（
重
量
二
百
グ
ラ
ム
以
下
の

も
の
に
限
る
。
）

一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

海
面

六 　

な
ま
こ

五
月
一
日
か
ら
十
一

月
三
十
日
ま
で

海
面

七 　

ば
ふ
ん
う
に
（
殻
長
（
と
げ
を
除
く

。
）
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

に
限
る
。
）

一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

海
面

八 　

ば
ふ
ん
う
に
（
殻
長
（
と
げ
を
除
く

。
）
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

の
に
限
る
。
）

一
月
一
日
か
ら
七
月

二
十
日
ま
で
お
よ
び

八
月
二
十
一
日
か
ら

十
二
月
三
十
一
日
ま

で

海
面

九 　

あ
ゆ
（
全
長
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

下
の
も
の
に
限
る
。
）

イ 　

一
月
一
日
か
ら

十
二
月
三
十
一
日

ま
で

内
水
面

ロ 　

一
月
一
日
か
ら

五
月
三
十
一
日
ま

海
面
（
敦
賀
湾
ま
た
は
小
浜
湾
に
お

い
て
地
び
き
網
漁
業
に
よ
り
混
獲
し

　

で

た
場
合
を
除
く
。
）

十 　

あ
ゆ
（
全
長
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

イ 　

一
月
一
日
か
ら

五
月
三
十
一
日
ま

で

海
面
（
敦
賀
湾
ま
た
は
小
浜
湾
に
お

い
て
地
び
き
網
漁
業
に
よ
り
混
獲
し

た
場
合
を
除
く
。
）

内
水
面

ロ 　

六
月
一
日
か
ら

六
月
十
五
日
ま
で

滝
波
川
河
口
左
岸
か
ら
九
頭
竜
川
上

流
へ
二
百
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
二
百

メ
ー
ト
ル
の
区
域

ハ 　

六
月
一
日
か
ら

六
月
三
十
日
ま
で

笙
の
川
三
島
橋
下
流
端
か
ら
下
流
松

原
橋
下
流
端
ま
で
の
区
域

ニ 　

九
月
一
日
か
ら

十
一
月
三
十
日
ま

で

九
頭
竜
川
九
頭
竜
橋
上
流
端
か
ら
上

流
へ
千
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
六
百
五

十
メ
ー
ト
ル
の
区
域

西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
日
野
川

橋
り
ょ
う
橋
台
上
流
端
か
ら
八
幡
歩

道
橋
橋
台
下
流
端
ま
で
の
区
域

笙
の
川
三
島
橋
上
流
端
か
ら
上
流
へ

千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
区
域

南
川
湯
岡
橋
上
流
端
か
ら
上
流
へ
九

百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
上
流

へ
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
区
域

北
川
高
塚
橋
下
流
端
か
ら
下
流
へ
六

百
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
下
流
へ
七

百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
区
域

十 

一　

あ
ま
ご
（
全
長
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

内
水
面

十 

二　

あ
ま
ご
（
全
長
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

一
月
一
日
か
ら
一
月

三
十
一
日
ま
で
お
よ

び
十
月
一
日
か
ら
十

二
月
三
十
一
日
ま
で

内
水
面

十 
三　

い
わ
な
（
全
長
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

内
水
面

十 

四　

い
わ
な
（
全
長
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

一
月
一
日
か
ら
一
月

三
十
一
日
ま
で
お
よ

び
十
月
一
日
か
ら
十

二
月
三
十
一
日
ま
で

内
水
面
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十 

五　

う
な
ぎ
（
全
長
三
十
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

内
水
面

十 
六　

こ
い
（
全
長
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

内
水
面

十
七　

さ
け

一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

内
水
面

十 

八　

ま
す
（
全
長
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

内
水
面

十 

九　

ま
す
（
に
じ
ま
す
を
除
く
。
全
長

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

に
限
る
。
）

一
月
一
日
か
ら
一
月

三
十
一
日
ま
で
お
よ

び
十
月
一
日
か
ら
十

二
月
三
十
一
日
ま
で

内
水
面

２　

何
人
も
、
さ
け
ま
た
は
ま
す
（
に
じ
ま
す
を
除
く
。
）
の
産
ん
だ
卵
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

３ 　

前
二
項
の
規
定
（
第
一
項
の
表
第
十
の
部
ロ
の
項
か
ら
ニ
の
項
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
に
違
反
し

て
採
捕
し
た
水
産
動
物
ま
た
は
そ
の
製
品
は
、
所
持
し
、
ま
た
は
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
漁
具
漁
法
の
制
限
お
よ
び
禁
止
）

第 

三
十
五
条　

何
人
も
、
海
面
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
漁
具
ま
た
は
漁
法
に
よ
り
水
産
動
物
を
採
捕
し
て

は
な
ら
な
い
。

　

一 　

魚
族
を
威
嚇
し
て
採
捕
す
る
漁
法
（
海
ま
わ
し
漁
業
、
と
び
う
お
ま
き
網
漁
業
お
よ
び
こ
の
し
ろ

ま
た
は
す
ず
き
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
た
き
網
漁
業
を
除
く
。
）

　

二　

水
中
に
電
流
を
通
し
て
す
る
漁
法

　

三 　

総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
を
使
用
し
て
か
ご
に
よ
り
ず
わ
い
が
に
ま
た
は
え
び
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
法

２ 　

何
人
も
、
内
水
面
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
漁
具
ま
た
は
漁
法
に
よ
り
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
て
は
な

ら
な
い
。

　

一　

水
中
に
電
流
を
通
し
て
す
る
漁
法

　

二　

火
光
（
電
灯
を
含
む
。
）
を
使
用
す
る
漁
法

　

三　

水
視
器
（
ガ
ラ
ス
箱
、
水
眼
鏡
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
使
用
す
る
漁
法

　

四　

瀬
替
え
ま
た
は
江
替
え
を
行
っ
て
す
る
漁
法

　

五　

う
な
わ
を
使
用
す
る
漁
法

　

六　

う
が
い

　

七　

あ
ゆ
友
釣
り
（
船
舶
ま
た
は
い
か
だ
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

八 　

あ
ゆ
空
か
け
釣
り
（
こ
ろ
こ
ろ
釣
り
、
立
こ
ろ
釣
り
、
や
ま
と
か
け
釣
り
お
よ
び
て
ん
か
ら
釣
り

を
含
む
。
）
。
た
だ
し
、
九
頭
竜
川
水
系
に
お
い
て
九
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、

船
舶
お
よ
び
い
か
だ
を
使
用
し
な
い
で
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

九　

あ
ゆ
刺
し
網
（
わ
き
な
げ
を
除
く
。
）

　

十　

あ
ゆ
流
し
釣
り

　

十
一　

引
か
け

　

十
二　

や
す
類
（
水
中
銃
を
含
む
。
）

第 

三
十
六
条　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
漁
具
ま
た
は
漁
法
に

よ
り
、
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
範
囲
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

区
域

漁
具
ま
た
は
漁
法

範
囲

海
面

三
枚
網
（
二
種
以
上
の
網
地

を
重
ね
合
わ
せ
た
漁
具
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用

す
る
刺
し
網

網
丈
六
・
二
メ
ー
ト
ル
未
満
。
目
合
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
つ
き
六
節
よ
り
荒
目
（
き
す
ま
た
は
え
び
を
と
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

内
水
面

四
ツ
手
網

網
の
大
き
さ
方
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下

刺
し
網

網
目
の
大
き
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

投
網

網
目
の
大
き
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　

（
禁
止
区
域
）

第 

三
十
七
条　

何
人
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
河
川
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
内
に
お
い

て
、
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

河
川
名

禁
止
区
域

真
名
川

大
野
市
中
島
五
条
方
発
電
所
用
せ
き
か
ら
上
流
へ
百
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
二
百
メ
ー
ト
ル

の
区
域

九
頭
竜
川

大
野
市
西
勝
原
発
電
所
用
せ
き
か
ら
上
流
へ
百
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
二
百
メ
ー
ト
ル
の
区

域大
野
市
富
田
発
電
所
取
入
口
か
ら
上
流
へ
二
百
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
三
百
メ
ー
ト
ル
の
区

域勝
山
市
下
荒
井
市
荒
川
発
電
所
用
せ
き
か
ら
上
下
流
四
百
メ
ー
ト
ル
の
区
域

吉
田
郡
永
平
寺
町
市
荒
川
発
電
所
放
水
口
か
ら
下
流
へ
四
百
メ
ー
ト
ル
の
区
域

吉
田
郡
永
平
寺
町
九
頭
竜
川
鳴
鹿
大
堰
管
理
橋
橋
台
下
流
端
か
ら
下
流
へ
左
岸
百
七
十
七

メ
ー
ト
ル
の
地
点
と
右
岸
二
百
三
十
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点
と
を
結
ん
だ
直
線
か
ら
同
町
鳴

鹿
橋
橋
台
下
流
端
ま
で
の
区
域

足
羽
川

今
立
郡
池
田
町
特
越
発
電
所
取
入
口
か
ら
上
流
へ
百
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
二
百
メ
ー
ト
ル

の
区
域

今
立
郡
池
田
町
足
羽
発
電
所
取
入
口
（
松
ケ
谷
取
入
口
、
部
子
川
取
入
口
、
味
見
川
取
入

口
）
か
ら
上
流
へ
五
十
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
百
メ
ー
ト
ル
の
区
域

福
井
市
蔵
作
町
小
和
清
水
発
電
所
取
入
口
か
ら
上
流
へ
百
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
二
百
メ
ー

ト
ル
の
区
域
お
よ
び
同
発
電
所
放
水
口
を
含
む
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
の
区
域

福
井
市
天
神
双
葉
農
業
用
せ
き
か
ら
上
流
へ
百
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
二
百
メ
ー
ト
ル
の
区

域福
井
市
稲
津
橋
下
流
端
か
ら
上
流
へ
百
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
五
百
メ
ー
ト
ル
の
区
域
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日
野
川

南
条
郡
南
越
前
町
上
野
え
ん
堤
か
ら
上
流
へ
百
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
二
百
メ
ー
ト
ル
の
区

域南
条
郡
南
越
前
町
湯
ノ
尾
発
電
所
用
せ
き
か
ら
上
流
へ
同
町
新
河
原
橋
ま
で
、
下
流
へ
県

道
燧
橋
ま
で
の
区
域

越
前
市
向
新
保
松
ケ
鼻
農
業
用
え
ん
堤
か
ら
上
流
へ
百
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
二
百
メ
ー
ト

ル
の
区
域

笙
の
川

三
島
橋
農
業
え
ん
堤
か
ら
下
流
へ
五
十
メ
ー
ト
ル
の
区
域

南
川

大
飯
郡
お
お
い
町
口
坂
本
え
ん
提
か
ら
上
流
へ
五
十
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
百
メ
ー
ト
ル
の

区
域

小
浜
市
谷
田
部
字
不
動
地
農
業
用
え
ん
堤
か
ら
上
流
へ
百
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
二
百
メ
ー

ト
ル
の
区
域

北
川

小
浜
市
太
良
庄
字
検
当
橋
府
中
農
業
用
水
え
ん
堤
か
ら
上
流
へ
百
メ
ー
ト
ル
、
下
流
へ
二

百
メ
ー
ト
ル
の
区
域

　

（
河
口
付
近
に
お
け
る
採
捕
の
制
限
）

第 

三
十
八
条　

何
人
も
、
海
面
に
お
い
て
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
河
川
の
河
口
付
近
で
あ
っ
て
同
表

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
漁
業
に
よ
り
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲

げ
る
期
間
中
、
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

河
川
名

禁
止
区
域

禁
止
漁
業
種
類

禁
止
期
間

早
瀬
川

右
岸
防
波
堤
突
端
中
心
点
か
ら
半
径

七
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域

全
漁
業

三
月
十
五
日
か
ら
六
月

三
十
日
ま
で

笙
の
川

松
島
川
排
水
口
中
心
か
ら
右
へ
百
メ

ー
ト
ル
、
左
へ
六
十
メ
ー
ト
ル
、
そ

の
沖
合
へ
二
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区

域

し
ら
す
お
よ
び
こ
う

な
ご
の
ひ
き
網

一
月
一
日
か
ら
六
月
十

五
日
ま
で

耳
川

美
浜
町
字
和
田
地
係
丸
礁
と
同
町
字

和
田
と
字
松
原
の
境
界
点
と
を
結
ん

だ
線
以
内
の
区
域

北
川

河
口
左
岸
防
砂
堤
突
端
中
心
点
か
ら

半
径
三
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域

南
川

河
口
左
岸
防
波
堤
突
端
中
心
点
か
ら

半
径
三
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域

２ 　

何
人
も
、
内
水
面
に
お
い
て
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
河
川
の
河
口
付
近
で
あ
っ
て
同
表
の
第
二

欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
漁
具
ま
た
は
漁
法
に
よ
り
、
同
表
の
第
四
欄

に
掲
げ
る
期
間
中
、
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
種
共
同
漁
業
も
し
く
は

第
三
種
区
画
漁
業
を
内
容
と
す
る
漁
業
権
ま
た
は
こ
れ
ら
に
係
る
組
合
員
行
使
権
に
基
づ
い
て
採
捕
す

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

河
川
名

禁
止
区
域

禁
止
漁
具
・
漁
法

禁
止
期
間

九
頭
竜
川

坂
井
市
新
保
橋
下
流
端
か
ら
河
口
に

至
る
ま
で
の
区
域

手
釣
り
ま
た
は
竿
釣

り
（
引
か
け
お
よ
び

こ
れ
に
類
す
る
も
の

を
除
く
。
）
以
外
の

漁
具
漁
法

一
月
一
日
か
ら
十
二
月

三
十
一
日
ま
で

早
瀬
川
お

よ
び
久
々

子
湖
の
一

部

美
浜
町
早
瀬
南
の
庄
十
一
号
十
八
番

め
標
柱
か
ら
百
二
十
六
度
二
分
の
直

線
と
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
久
々

子
湖
下
流
区
域

耳
川

三
方
郡
美
浜
町
和
田
橋
下
流
端
か
ら

河
口
ま
で
の
区
域

北
川

小
浜
市
西
津
橋
下
流
端
か
ら
河
口
に

至
る
ま
で
の
区
域

南
川

小
浜
市
大
手
橋
下
流
端
か
ら
河
口
に

至
る
ま
で
の
区
域

　

（
遡
河
魚
類
の
通
路
を
遮
断
し
て
行
う
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
制
限
）

第 

三
十
九
条　

河
川
に
お
い
て
遡
河
魚
類
の
通
路
を
遮
断
す
る
漁
具
ま
た
は
漁
法
に
よ
っ
て
水
産
動
植
物

の
採
捕
を
行
う
場
合
に
は
、
河
川
流
幅
の
五
分
の
一
以
上
の
魚
道
を
開
通
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

前
項
の
規
定
は
、
三
方
湖
、
久
々
子
湖
、
菅
湖
、
水
月
湖
お
よ
び
北
潟
湖
に
お
い
て
水
産
動
植
物
の

採
捕
を
行
う
場
合
に
準
用
す
る
。

　

（
遊
漁
者
等
の
漁
具
漁
法
の
制
限
）

第 

四
十
条　

何
人
も
、
海
面
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
漁
具
ま
た
は
漁
法
以
外
の
漁
具
ま
た
は
漁
法
に
よ
り

水
産
動
植
物
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

一　

竿
釣
り
お
よ
び
手
釣
り

　

二　

た
も
網
お
よ
び
叉
手
網

　

三　

投
網
（
船
舶
を
使
用
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

　

四　

や
す
お
よ
び
は
具

　

五　

徒
手
採
捕
（
照
明
器
具
を
使
用
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

２　

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

　

一　

漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
場
合

　

二　

漁
業
従
事
者
が
漁
業
者
の
た
め
に
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
従
事
す
る
場
合

　

三　

試
験
研
究
の
た
め
に
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合

３ 　

海
面
に
お
い
て
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
漁
具
ま
た
は
漁
法
に
よ
り
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合
は

、
正
当
な
漁
業
の
操
業
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
有
害
物
質
の
遺
棄
漏
せ
つ
の
禁
止
）

第
四
十
一
条　

水
産
動
植
物
に
有
害
な
物
を
遺
棄
し
、
ま
た
は
漏
せ
つ
し
て
は
な
ら
な
い
。

２ 　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
す
る
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
水
産
資
源
の
保
護
培
養
上
害
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
除
害
に
必
要
な
設
備
の
設
置
を
命
じ
、
ま
た
は
既
に
設
け
た

除
害
設
備
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３ 　

前
項
の
規
定
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
漁
場
内
の
岩
礁
破
砕
等
の
許
可
）

第 

四
十
二
条　

海
面
の
う
ち
漁
業
権
の
存
す
る
漁
場
内
に
お
い
て
岩
礁
を
破
砕
し
、
ま
た
は
土
、
砂
（
銅

製
錬
廃
鉱
物
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
も
し
く
は
岩
石
を
採
取
し
よ
う
と
す
る
者
は

、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、

当
該
漁
場
に
係
る
漁
業
権
を
有
す
る
者
の
同
意
書
を
添
え
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一 　

申
請
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
お
よ
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）

　

二　

目
的

　

三　

免
許
番
号

　

四　

区
域

　

五　

期
間

　

六　

補
償
の
措
置

　

七　

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３　

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
す
る
に
当
た
り
、
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４ 　

第
二
項
の
申
請
書
は
、
当
該
土
、
砂
も
し
く
は
岩
石
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
の
長
お
よ
び
土
木

事
務
所
長
（
港
湾
事
務
所
ま
た
は
漁
港
事
務
所
の
所
在
地
に
あ
っ
て
は
当
該
事
務
所
長
を
含
む
。
）
を

経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
砂
れ
き
の
採
取
禁
止
）

第 

四
十
三
条　

内
水
面
の
う
ち
第
三
十
四
条
第
一
項
の
表
第
十
の
部
ロ
の
項
か
ら
ニ
の
項
ま
で
に
掲
げ
る

区
域
お
よ
び
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
禁
止
区
域
な
ら
び
に
直
轄
管
理
河
川
等
（
一
級
河
川
の
う
ち
、

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
以
外
の
区
間

お
よ
び
国
土
交
通
大
臣
の
直
轄
工
事
が
施
行
さ
れ
る
海
岸
保
全
区
域
を
い
う
。
）
以
外
で
別
途
知
事
が

公
示
す
る
区
域
に
お
い
て
、
砂
れ
き
の
採
取
ま
た
は
除
去
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲

げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

一 　

河
川
工
事
、
砂
防
工
事
、
地
す
べ
り
防
止
工
事
お
よ
び
海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
（
災
害
復

旧
事
業
と
し
て
こ
れ
ら
の
工
事
を
行
う
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
る
場
合

　

二 　

河
川
法
第
七
条
に
規
定
す
る
河
川
管
理
者
、
砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
五
条

に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
も
し
く
は
同
法
第
六
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
、
地
す
べ
り
等
防

止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
ま
た
は
海
岸
法
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
に
規
定
す
る
海
岸
管
理
者
が
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き

、
河
川
法
等
の
許
可
等
が
さ
れ
た
場
合

　

（
試
験
研
究
等
の
適
用
除
外
）

第 

四
十
四
条　

こ
の
規
則
の
う
ち
水
産
動
植
物
の
種
類
も
し
く
は
大
き
さ
、
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
期
間

も
し
く
は
区
域
ま
た
は
使
用
す
る
漁
具
も
し
く
は
漁
法
に
つ
い
て
の
制
限
ま
た
は
禁
止
に
関
す
る
規
定

は
、
試
験
研
究
、
教
育
実
習
ま
た
は
増
養
殖
用
の
種
苗
（
種
卵
を
含
む
。
）
の
供
給
（
自
給
を
含
む
。

）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
試
験
研
究
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
つ
い
て

知
事
の
許
可
を
受
け
た
者
が
行
う
当
該
試
験
研
究
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２ 　

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一 　

申
請
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
お
よ
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）

　

二　

目
的

　

三　

適
用
除
外
の
許
可
を
必
要
と
す
る
事
項

　

四 　

使
用
す
る
船
舶
の
名
称
、
漁
船
登
録
番
号
、
総
ト
ン
数
、
推
進
機
関
の
種
類
お
よ
び
馬
力
数
な
ら

び
に
所
有
者
名

　

五 　

採
捕
し
よ
う
と
す
る
水
産
動
植
物
の
名
称
お
よ
び
数
量
（
種
苗
の
採
捕
の
場
合
は
、
供
給
先
お
よ

び
そ
の
数
量
）

　

六　

採
捕
の
期
間
お
よ
び
区
域

　

七　

使
用
す
る
漁
具
お
よ
び
漁
法

　

八　

採
捕
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

３　

知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
許
可
証
を
交
付
す
る
。

　

一 　

許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
お
よ

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

　

二　

適
用
除
外
の
事
項

　

三　

採
捕
す
る
水
産
動
植
物
の
種
類
お
よ
び
数
量

　

四　

採
捕
の
期
間
お
よ
び
区
域

　

五　

使
用
す
る
漁
具
お
よ
び
漁
法

　

六　

採
捕
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

　

七 　

使
用
す
る
船
舶
の
名
称
、
漁
船
登
録
番
号
、
総
ト
ン
数
な
ら
び
に
推
進
機
関
の
種
類
お
よ
び
馬
力

数

　

八　

許
可
の
有
効
期
間

　

九　

条
件

４　

知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
す
る
に
当
た
り
、
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

５ 　

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
試
験
研
究
等
の
終
了
後
遅
滞
な
く
、
そ
の
結
果

を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６ 　

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
許
可
証
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
き
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７ 　

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
第
三
項
中

「
交
付
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
書
き
換
え
て
交
付
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８ 　

第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
第
一
項
ま
た
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
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第
四
章　

漁
業
の
取
締
り

　

（
停
泊
命
令
等
）

第 

四
十
五
条　

知
事
は
、
漁
業
者
そ
の
他
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
、
ま
た
は
養
殖
す
る
者
が
漁
業
に
関
す

る
法
令
の
規
定
ま
た
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
と
認
め
る
と
き
（
法

第
二
十
七
条
お
よ
び
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
使
用
す
る
船
舶
に
つ
い
て
停
泊
港
お
よ
び
停
泊
期
間
を
指
定

し
て
停
泊
を
命
じ
、
ま
た
は
当
該
行
為
に
使
用
し
た
漁
具
そ
の
他
水
産
動
植
物
の
採
捕
も
し
く
は
養
殖

の
用
に
供
さ
れ
る
物
に
つ
い
て
期
間
を
指
定
し
て
そ
の
使
用
の
禁
止
も
し
く
は
陸
揚
げ
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。

２ 　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述

の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３ 　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

（
船
長
等
の
乗
組
み
禁
止
命
令
）

第 

四
十
六
条　

知
事
は
、
第
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
ま
た
は
こ

れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
使

用
す
る
船
舶
の
操
業
責
任
者
に
対
し
、
当
該
違
反
に
係
る
漁
業
に
使
用
す
る
船
舶
へ
の
乗
組
み
を
制
限

し
、
ま
た
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
等
の
備
付
け
命
令
）

第 

四
十
七
条　

知
事
は
、
国
際
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
措
置
の
履
行
そ
の
他
漁
業
調
整
の
た

め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
衛
星
船
位
測

定
送
信
機
（
人
工
衛
星
を
利
用
し
て
船
舶
の
位
置
の
測
定
お
よ
び
送
信
を
行
う
機
器
で
あ
っ
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
当
該
許
可
を
受
け
た
船
舶
に
備
え
付
け
、
か
つ

、
操
業
し
、
ま
た
は
航
行
す
る
期
間
中
は
当
該
電
子
機
器
を
常
時
作
動
さ
せ
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

一　

当
該
許
可
を
受
け
た
船
舶
の
位
置
を
自
動
的
に
測
定
お
よ
び
記
録
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

二　

次
に
掲
げ
る
情
報
を
自
動
的
に
送
信
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　

イ　

当
該
船
舶
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報

　
　

ロ　

当
該
船
舶
の
位
置
を
示
す
情
報
な
ら
び
に
当
該
位
置
に
お
け
る
日
付
お
よ
び
時
刻

　

三　

前
号
に
掲
げ
る
情
報
の
改
変
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

（
停
船
命
令
）

第 

四
十
八
条　

漁
業
監
督
吏
員
は
、
法
第
百
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
ま
た
は
質
問
を
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
操
船
ま
た
は
漁
ろ
う
を
指
揮
監
督
す
る
者
に
対
し
、
停
船
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。

２ 　

前
項
の
規
定
に
よ
る
停
船
命
令
は
、
法
第
百
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
ま
た
は
質
問
を

す
る
旨
を
告
げ
、
ま
た
は
表
示
し
、
か
つ
、
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
に
規
定
す
る
次

に
掲
げ
る
信
号
そ
の
他
の
適
切
な
手
段
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
信
号
旗
Ｌ
を
掲
げ
る
こ
と
。

　

二 　

サ
イ
レ
ン
、
汽
笛
そ
の
他
の
音
響
信
号
に
よ
り
Ｌ
の
信
号
（
短
音
一
回
、
長
音
一
回
、
短
音
二
回

）
を
約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う
こ
と
。

　

三 　

投
光
器
に
よ
り
Ｌ
の
信
号
（
短
光
一
回
、
長
光
一
回
、
短
光
二
回
）
を
約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て

連
続
し
て
行
う
こ
と
。

３ 　

前
項
に
お
い
て
、
「
長
音
」
ま
た
は
「
長
光
」
と
は
、
約
三
秒
間
継
続
す
る
吹
鳴
ま
た
は
投
光
を
い

い
、
「
短
音
」
ま
た
は
「
短
光
」
と
は
、
約
一
秒
間
継
続
す
る
吹
鳴
ま
た
は
投
光
を
い
う
。

　
　
　

第
五
章　

雑
則

　

（
漁
場
ま
た
は
漁
具
の
標
識
の
設
置
に
係
る
届
出
）

第 

四
十
九
条　

法
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
漁
場
の
標
識
の
建
設
ま
た
は
漁
具
の
標
識
の
設
置
を

命
じ
ら
れ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
命
じ
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
当
該
標
識
を
建
設
し
、
ま
た
は
設
置

し
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
標
識
の
書
換
え
ま
た
は
再
設
置
等
）

第 

五
十
条　

前
条
の
標
識
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
、
も
し
く
は
当
該
標
識
に
記
載
し
た
文
字
が
明
ら

か
で
な
く
な
っ
た
と
き
ま
た
は
当
該
標
識
を
亡
失
し
、
も
し
く
は
毀
損
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ

を
書
き
換
え
、
ま
た
は
新
た
に
建
設
し
、
も
し
く
は
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
定
置
漁
業
等
の
漁
具
の
標
識
）

第 

五
十
一
条　

定
置
漁
業
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
別
に
定
め
る
漁
業
を
営
む
者
は
、
漁
具
の
敷
設
中

、
昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
漁
具
の
標
識
を
当
該
漁
具
の
見
や
す
い
場
所
に
水
面
上

一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に
設
置
し
、
夜
間
に
あ
っ
て
は
電
灯
そ
の
他
の
照
明
に
よ
る
漁
具
の
標

識
を
当
該
漁
具
に
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
漁
業
を
定
め
た
と
き
は
、
公
示
す
る
。

　

（
流
し
網
漁
業
の
漁
具
の
標
識
）

第 

五
十
二
条　

流
し
網
漁
業
に
従
事
す
る
操
業
責
任
者
は
、
そ
の
操
業
中
、
綱
の
両
端
に
、
水
面
上
一
・

五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
ボ
ン
デ
ン
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
夜
間
に
お
い
て
は

、
当
該
ボ
ン
デ
ン
に
電
灯
そ
の
他
の
照
明
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

前
項
の
漁
具
の
標
識
に
は
、
当
該
漁
業
を
営
む
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
）

第 

五
十
三
条　

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
は
、
内
水
面
に
お
け
る
水
産
動
植
物
の
採
捕
、
養
殖
お
よ
び
増

殖
に
関
す
る
事
項
を
処
理
す
る
。

２ 　

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
権
限
は
、
内
水
面
に
お
け
る
漁
業
に
関
し
て
は

、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
行
う
。

　

（
添
付
書
類
の
省
略
）

第 

五
十
四
条　

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
二
以
上
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
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お
い
て
、
各
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
一
の
申
請

書
そ
の
他
の
書
類
に
こ
れ
を
添
付
し
、
他
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
は
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
一
の

申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付
し
た
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２ 　

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
知
事
は
、
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
規
則
の
規

定
に
よ
り
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
の
添
付
を
省
略
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
　
　

第
六
章　

罰
則

第 

五
十
五
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
十
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　

一 　

第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
二

条
第
一
項
ま
た
は
第
四
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

　

二 　

第
三
十
三
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
一
項
も
し
く
は
第
二
項
ま
た
は
第
四
十

二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
付
け
た
条
件
に
違
反
し
た
者

　

三 　

第
二
十
三
条
第
一
項
（
第
三
十
三
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十

三
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
ま
た
は
第
四
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た
者

２ 　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
犯
人
が
所
有
し
、
ま
た
は
所
持
す
る
漁
獲
物
、
そ
の
製
品
、
漁
船
ま
た

は
漁
具
そ
の
他
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
用
に
供
さ
れ
る
物
は
、
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

犯
人
が
所
有
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
物
件
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

そ
の
価
額
を
追
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第 

五
十
六
条　

第
二
十
五
条
第
一
項
（
第
四
十
四
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
第
十
項
ま
た
は
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
科
料
に
処
す

る
。

第 

五
十
七
条　

法
人
の
代
表
者
ま
た
は
法
人
も
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ

の
法
人
ま
た
は
人
の
業
務
ま
た
は
財
産
に
関
し
て
、
第
五
十
五
条
第
一
項
ま
た
は
前
条
の
違
反
行
為
を

し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
ま
た
は
人
に
対
し
、
各
本
条
の
罰
金
刑
ま
た
は
科

料
刑
を
科
す
る
。

第 

五
十
八
条　

第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
も
し
く
は
第
二
十
五
条
第
三
項
（
第
四
十
四
条
第

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
第
三
十

条
第
一
項
も
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
三
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
、
第
三
十
三
条
第
十
二
項
の
規
定
ま
た
は
第
四
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た

者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１ 　

こ
の
規
則
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
福
井
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
廃
止
）

２　

福
井
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
福
井
県
規
則
第
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

３ 　

改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
福
井
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
（
以
下
「
旧
内
水
面
規
則
」
と

い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
許
可
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了

の
日
ま
で
の
間
は
、
旧
内
水
面
規
則
第
十
三
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４ 　

改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
改
正
前
の
福
井
県
漁
業
調
整
規
則
（
以
下
「
旧
海
面
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
一
項

お
よ
び
旧
内
水
面
規
則
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
許
可
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
の

有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
間
は
、
旧
海
面
規
則
第
四
十
九
条
第
六
項
お
よ
び
旧
内
水
面
規
則
第
三

十
四
条
第
六
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

５ 　

改
正
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
五
十
七

条
第
一
項
の
許
可
（
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
、
機
船
船
び
き
網
漁
業
、
ご
ち
網
漁
業
お
よ
び
刺
し
網

漁
業
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
の

日
ま
で
の
間
は
、
旧
海
面
規
則
第
三
十
九
条
お
よ
び
第
四
十
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

。
６ 　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
お
よ
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

様
式
第
一
号

漁
業

様
式

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
う
ち
手
繰
第
二
種
漁
業
（
自
家
用
え

取
網
漁
業
に
限
る
。
）

フ
イ
自
１
２
３

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
う
ち
手
繰
第
三
種
漁
業
（
貝
け
た
網

漁
業
お
よ
び
な
ま
こ
け
た
網
漁
業
に
限
る
。
）

フ
イ
手
１
２
３

上
記
以
外
の
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

フ
イ　

１
２
３

　

備 

考　

各
文
字
お
よ
び
数
字
の
大
き
さ
は
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
太
さ
は
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
、
間
隔
は
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
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様
式
第
二
号

様
式
第
三
号

　

　

　

福
井
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

杉
本　

達
治

福
井
県
規
則
第
五
十
七
号

　
　
　

福
井
県
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第 

一
条　

こ
の
規
則
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
十
六
条
第
一
項
お
よ
び
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
な
ら
び
に
法
お
よ
び
漁
業
法
施
行

規
則
（
令
和
二
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
七
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
等
の

報
告
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
漁
獲
量
等
の
報
告
の
方
法
）

第 

二
条　

法
第
二
十
六
条
第
一
項
お
よ
び
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
送
信
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受
信
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

２ 　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
の
異
常
も
し
く
は
保
守
点
検
ま
た
は
報
告
す
べ

き
事
項
が
著
し
く
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
漁
獲
割
当

管
理
区
分
に
係
る
報
告
に
あ
っ
て
は
様
式
第
一
号
の
書
面
に
よ
り
、
漁
獲
割
当
管
理
区
分
以
外
の
管
理

区
分
（
漁
獲
努
力
量
管
理
区
分
を
除
く
。
）
に
係
る
報
告
に
あ
っ
て
は
様
式
第
二
号
の
書
面
に
よ
り
、

漁
獲
努
力
量
管
理
区
分
に
係
る
報
告
に
あ
っ
て
は
様
式
第
三
号
の
書
面
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

３ 　

前
項
の
書
面
を
郵
便
ま
た
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
の
一
般
信
書
便
事
業
者
も
し
く
は
同
条
第
九
項
の
特
定
信
書
便
事
業
者

に
よ
る
同
条
第
二
項
の
信
書
便
で
提
出
し
た
場
合
に
は
、
特
定
水
産
資
源
を
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
知
事

に
報
告
す
る
ま
で
の
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
、
送
付
に
要
し
た
日
数
は
算
入
し
な
い
。

　

（
代
理
人
に
よ
る
報
告
）

第 

三
条　

法
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
代
理
人
を
用
い
て
当
該
報
告
を
す
る
場
合

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
そ
の
権
限
を
証
す
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
福
井
県
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
）

２ 　

福
井
県
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
福
井
県
規
則
第
七

十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

備考

１　斜線の部分は、黒であり、その他の部分は、黄である。

２　 この旗は、国際海事機関の採択した国際信号書に掲載の

｢Ｌ｣旗（あなたは、すぐ停船されたい。）である。

３　数字は、センチメートルを示す。

備考

１　標識は、赤色の布地である。

２　数字は、センチメートルを示す。
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（
福
井
県
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

３ 　

前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
福
井
県
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
の
数
量
等
の
報
告
に
関
す
る
規
則
の

規
定
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
海
洋
生

物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
規
定
が
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
間
、
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

様
式

第
１

号
（

第
２

条
関

係
）

 漁
獲

量
等

報
告

書
（

漁
獲

割
当

管
理

区
分

）
 

お
よ

び
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
同

意
書

 

年
 

 
月

 
 

日
 

福
井

県
知

事
 

様
 

氏
名

 

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
名

称
お

よ
び

代
表

者
の

氏
名

）
 

住
所

 

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

 

 １
 

漁
獲

量
等

の
報

告
 

漁
業

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

２
６

７
号

）
第

２
６

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

漁
獲

量
等

に
つ

い

て
、

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。
 

漁
獲

割
当

割
合

設
定

通
知

書
の

番
号

 
 

特
定

水
産

資
源

の
名

称
 

 

漁
獲

割
当

管
理

区
分

の
名

称
 

 

設
定

を
受

け
た

年
次

漁
獲

割
当

量
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
 

）
 

陸
揚

げ
し

た
日

／
漁

獲
量

（
k
g
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ２
 

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

同
意

 

上
記

報
告

の
内

容
に

つ
い

て
、

水
産

資
源

の
資

源
評

価
、

操
業

実
態

の
把

握
そ

の
他

の
漁

業
生

産
力

の

発
展

に
資

す
る

取
組

に
活

用
す

る
た

め
、

国
の

機
関

、
独

立
行

政
法

人
等

（
独

立
行

政
法

人
等

の
保

有
す

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

５
年

法
律

第
５

９
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

等
を

い
う

。
）
、

福
井

県
の

機
関

、
福

井
県

の
設

置
し

た
地

方
独

立
行

政
法

人
（

地
方

独
立

行
政

法
人

法
（

平
成

１
５

年
法

律
第

１
１

８
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
方

独
立

行
政

法
人

を
い

う
。
）

そ
の

他
の

関
係

機
関

（
こ

れ
ら

の
機

関
か

ら
委

託
を

受
け

て
当

該
取

組
に

関
す

る
業

務
を

遂
行

す
る

者
を

含
む

。
）

へ
提

供
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

 

 （
記

載
要

領
）

 

１
 

複
数

の
漁

獲
割

当
割

合
の

設
定

を
受

け
て

い
る

漁
獲

割
当

割
合

設
定

者
が

複
数

の
漁

獲
割

当
割

合
ま

た
は

特
定

水
産

資
源

に
つ

い
て

報
告

を
行

う
場

合
に

は
１

の
表

の
右

側
に

欄
を

設
け

て
報

告
す

る
こ

と

が
で

き
る

。
 

２
 

「
漁

獲
割

当
割

合
設

定
通

知
書

の
番

号
」

の
欄

に
つ

い
て

、
漁

獲
割

当
割

合
設

定
通

知
書

の
番

号
等

当
該

漁
獲

量
等

の
報

告
の

対
象

と
な

っ
た

年
次

漁
獲

割
当

量
が

区
別

で
き

る
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

と

す
る

（
漁

獲
割

当
割

合
設

定
者

が
同

じ
特

定
水

産
資

源
に

つ
い

て
２

つ
以

上
の

漁
獲

割
当

割
合

の
設

定

を
受

け
て

い
る

場
合

に
限

る
。
）
。

 

３
 

「
特

定
水

産
資

源
の

名
称

」
の

欄
に

つ
い

て
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
の

漁
獲

量
の

報
告

の
場

合
に

は
、
「

く

ろ
ま

ぐ
ろ

（
小

型
魚

）
」

と
「

く
ろ

ま
ぐ

ろ
（

大
型

魚
）
」

は
異

な
る

特
定

水
産

資
源

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

異
な

る
欄

に
分

け
て

記
入

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

４
 

「
設

定
を

受
け

た
年

次
漁

獲
割

当
量

」
の

欄
に

つ
い

て
、

年
次

漁
獲

割
当

量
の

移
転

の
認

可
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て
は

移
転

後
の

年
次

漁
獲

割
当

量
を

、
年

次
漁

獲
割

当
量

を
承

継
し

た
場

合
に

あ
っ

て

は
承

継
後

の
年

次
漁

獲
割

当
量

を
そ

れ
ぞ

れ
記

入
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

５
 

「
陸

揚
げ

し
た

日
」

の
欄

に
つ

い
て

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
養

殖
用

種
苗

の
場

合
に

は
、

い
け

す
（

移
送

用
の

仮
い

け
す

を
含

む
。
）

に
入

れ
た

日
を

記
入

す
る

こ
と

と
す

る
。
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式
第

２
号

（
第

２
条

関
係

）
 

 

漁
獲

量
等

報
告

書
（

非
漁

獲
割

当
管

理
区

分
（

漁
獲

努
力

量
管

理
区

分
を

除
く

。
）
）

 

お
よ

び
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
同

意
書

 

年
 

 
月

 
 

日
 

福
井

県
知

事
 

様
 

氏
名

 

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
名

称
お

よ
び

代
表

者
の

氏
名

）
 

住
所

 

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

 

 １
 

漁
獲

量
等

の
報

告
 

漁
業

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

２
６

７
号

）
第

３
０

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

漁
獲

量
等

に
つ

い

て
、

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。
 

許
可

番
号

ま
た

は

免
許

番
号

 

 
船

舶
の

名
称

 
 

漁
船

登
録

番
号

 
 

管
理

区
分

の
名

称
 
 

陸
揚

げ
し

た
日

 
特

定
水

産
資

源
の

名
称

 
漁

獲
量

（
k
g
）

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ２
 

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

同
意

 

上
記

報
告

の
内

容
に

つ
い

て
、

水
産

資
源

の
資

源
評

価
、

操
業

実
態

の
把

握
そ

の
他

の
漁

業
生

産
力

の

発
展

に
資

す
る

取
組

に
活

用
す

る
た

め
、

国
の

機
関

、
独

立
行

政
法

人
等

（
独

立
行

政
法

人
等

の
保

有
す

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

５
年

法
律

第
５

９
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

等
を

い
う

。
）
、

福
井

県
の

機
関

、
福

井
県

の
設

置
し

た
地

方
独

立
行

政
法

人
（

地
方

独
立

行
政

法
人

法
（

平
成

１
５

年
法

律
第

１
１

８
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
方

独
立

行
政

法
人

を
い

う
。
）

そ
の

他
の

関
係

機
関

（
こ

れ
ら

の
機

関
か

ら
委

託
を

受
け

て
当

該
取

組
に

関
す

る
業

務
を

遂
行

す
る

者
を

含
む

。
）

へ
提

供
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

 

 （
記

載
要

領
）

 

１
 

「
許

可
番

号
ま

た
は

免
許

番
号

」
の

欄
に

つ
い

て
、

許
可

（
漁

業
法

第
５

７
条

第
１

項
の

許
可

を
い

う
。
）

に
基

づ
い

て
特

定
水

産
資

源
の

採
捕

を
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

許
可

番
号

を
、

漁
業

権
ま

た
は

組
合

員
行

使
権

に
基

づ
い

て
特

定
水

産
資

源
の

採
捕

を
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

免
許

番
号

を
そ

れ
ぞ

れ

記
入

す
る

。
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

ま
た

は
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

の
指

示
に

基
づ

き
承

認
を

受
け

た

漁
業

の
場

合
に

は
、

当
該

承
認

番
号

を
記

載
す

る
。

許
可

番
号

（
承

認
番

号
を

含
む

。
）

ま
た

は
免

許

番
号

の
い

ず
れ

も
持

た
な

い
場

合
に

は
、

省
略

す
る

。
 

２
 

「
船

舶
の

名
称

お
よ

び
漁

船
登

録
番

号
」

の
欄

に
つ

い
て

、
船

舶
以

外
の

漁
業

の
生

産
活

動
を

行
う

基
本

的
な

単
位

と
な

る
設

備
を

用
い

て
特

定
水

産
資

源
の

採
捕

を
し

た
場

合
に

は
、

省
略

す
る

。
 

３
 

「
陸

揚
げ

し
た

日
」

の
欄

に
つ

い
て

、
く

ろ
ま

ぐ
ろ

の
養

殖
用

種
苗

の
場

合
に

は
、

い
け

す
（

移
送

用
の

仮
い

け
す

を
含

む
。
）

に
入

れ
た

日
を

記
入

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

４
 

「
特

定
水

産
資

源
の

名
称

」
の

欄
に

つ
い

て
、

く
ろ

ま
ぐ

ろ
の

漁
獲

量
の

報
告

の
場

合
に

は
、
「

く

ろ
ま

ぐ
ろ

（
小

型
魚

）
」

と
「

く
ろ

ま
ぐ

ろ
（

大
型

魚
）
」

と
は

異
な

る
特

定
水

産
資

源
で

あ
る

こ
と

か

ら
、

そ
れ

ぞ
れ

に
分

け
て

記
入

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

 
 

様
式

第
３

号
（

第
２

条
関

係
）

 

 

漁
獲

努
力

量
等

報
告

書
（

漁
獲

努
力

量
管

理
区

分
）

 

お
よ

び
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
同

意
書

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

福
井

県
知

事
 

様
 

 

氏
名

 

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
名

称
お

よ
び

代
表

者
の

氏
名

）
 

住
所

 

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

 

１
 

漁
獲

努
力

量
等

の
報

告
 

漁
業

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

２
６

７
号

）
第

３
０

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

漁
獲

努
力

量
等

に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。
 

許
可

番
号

ま
た

は

免
許

番
号

 

 
船

舶
の

名
称

 
 

漁
船

登
録

番
号

 
 

管
理

区
分

の
名

称
 
 

陸
揚

げ
し

た
日

 
特

定
水

産
資

源
の

名
称

 
漁

獲
努

力
量

 
漁

獲
量

（
k
g
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ２
 

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

同
意

 

上
記

報
告

の
内

容
に

つ
い

て
、

水
産

資
源

の
資

源
評

価
、

操
業

実
態

の
把

握
そ

の
他

の
漁

業
生

産
力

の

発
展

に
資

す
る

取
組

に
活

用
す

る
た

め
、

国
の

機
関

、
独

立
行

政
法

人
等

（
独

立
行

政
法

人
等

の
保

有
す

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

５
年

法
律

第
５

９
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

等
を

い
う

。
）
、

福
井

県
の

機
関

、
福

井
県

の
設

置
し

た
地

方
独

立
行

政
法

人
（

地
方

独
立

行
政

法
人

法
（

平
成

１
５

年
法

律
第

１
１

８
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
方

独
立

行
政

法
人

を
い

う
。
）

そ
の

他
の

関
係

機
関

（
こ

れ
ら

の
機

関
か

ら
委

託
を

受
け

て
当

該
取

組
に

関
す

る
業

務
を

遂
行

す
る

者
を

含
む

。
）

へ
提

供
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

 

 （
記

載
要

領
）

 

１
 

「
許

可
番

号
ま

た
は

免
許

番
号

」
の

欄
に

つ
い

て
、

許
可

（
漁

業
法

第
５

７
条

第
１

項
の

許
可

を
い

う
。
）

に
基

づ
い

て
特

定
水

産
資

源
の

採
捕

を
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

許
可

番
号

を
、

漁
業

権
ま

た
は

組
合

員
行

使
権

に
基

づ
い

て
特

定
水

産
資

源
の

採
捕

を
し

た
場

合
に

あ
っ

て
は

免
許

番
号

を
そ

れ
ぞ

れ

記
入

す
る

。
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

ま
た

は
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

の
指

示
に

基
づ

き
承

認
を

受
け

た

漁
業

の
場

合
に

は
、

当
該

承
認

番
号

を
記

載
す

る
。

許
可

番
号

（
承

認
番

号
を

含
む

。
）

ま
た

は
免

許

番
号

の
い

ず
れ

も
持

た
な

い
場

合
に

は
、

省
略

す
る

。
 

２
 

「
船

舶
の

名
称

お
よ

び
漁

船
登

録
番

号
」

の
欄

に
つ

い
て

、
船

舶
以

外
の

漁
業

の
生

産
活

動
を

行
う

基
本

的
な

単
位

と
な

る
設

備
を

用
い

て
特

定
水

産
資

源
の

採
捕

を
し

た
場

合
に

は
、

省
略

す
る

。
 

３
 

「
漁

獲
努

力
量

」
の

欄
に

つ
い

て
、

特
定

水
産

資
源

を
採

捕
す

る
た

め
に

行
わ

れ
る

漁
ろ

う
の

作
業

の
量

（
当

該
特

定
水

産
資

源
ご

と
に

福
井

県
資

源
管

理
方

針
に

お
い

て
示

さ
れ

た
、

操
業

日
数

、
操

業

時
間

、
船

舶
の

隻
数

、
漁

具
の

数
、

漁
具

の
大

き
さ

ま
た

は
漁

具
の

使
用

回
数

）
を

記
載

す
る

。
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福
井
県
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

杉
本　

達
治

福
井
県
規
則
第
五
十
八
号

　
　
　

福
井
県
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第 

一
条　

こ
の
規
則
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
の
停
止
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

　

（
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
の
停
止
）

第 

二
条　

知
事
が
法
第
三
十
三
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
旨
の
告
示
を
し
た
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
当
該
告
示
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
管
理

年
度
の
末
日
（
当
該
告
示
に
お
い
て
期
間
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
の
末
日
）
ま

で
の
間
は
、
当
該
告
示
に
係
る
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２ 　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
同
項
の
告
示
に
係
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る

旨
の
告
示
を
し
た
と
き
は
、
同
項
の
告
示
に
係
る
者
は
、
当
該
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
旨
の
告

示
を
し
た
日
か
ら
同
項
の
告
示
に
係
る
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

　

様
式

第
４

号
（

第
３

条
関

係
）

 

漁
業

法
の

規
定

に
基

づ
く

報
告

に
係

る
事

務
に

関
す

る
委

任
状

 

お
よ

び
個

人
情

報
の

取
扱

い
に

関
す

る
同

意
書

 

年
 

 
月

 
 

日
 

福
井

県
知

事
 

様
 

（
委

任
者

）
 

氏
名

 

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
名

称
お

よ
び

代
表

者
の

氏
名

）
 

住
所

 

（
法

人
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

 

 １
 

漁
業

法
の

規
定

に
基

づ
く

報
告

に
係

る
事

務
に

関
す

る
委

任
 

私
は

、
漁

業
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
２

６
７

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

）
の

規
定

に
基

づ
く

報
告

に

つ
い

て
、

⑴
の

者
を

代
理

人
と

し
て

定
め

、
⑵

に
定

め
る

期
間

に
お

い
て

、
⑶

に
定

め
る

報
告

に
係

る
事

務
を

委
任

し
ま

す
 

⑴
 

代
理

人
 

氏
名

 

住
所

 

⑵
 

委
任

期
間

 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

 

※
 

な
お

、
委

任
者

か
ら

委
任

期
間

終
了

の
３

０
日

前
ま

で
に

委
任

期
間

を
延

長
し

な
い

旨
の

申
出

を

行
わ

な
い

場
合

に
は

、
当

該
委

任
期

間
を

１
年

間
延

長
す

る
こ

と
と

い
た

し
ま

す
（

翌
年

以
降

も
同

様
。

以
下

「
延

長
さ

れ
た

委
任

期
間

」
と

い
う

。
）
。

委
任

期
間

（
延

長
さ

れ
た

委
任

期
間

を
含

む
。
）

中
に

委
任

を
解

除
す

る
場

合
に

は
、

委
任

者
は

委
任

を
解

除
す

る
日

の
３

０
日

前
ま

で
に

代
理

人
お

よ
び

福
井

県
知

事
に

対
し

て
そ

の
旨

を
申

し
出

る
こ

と
と

い
た

し
ま

す
。

 

⑶
 

委
任

事
項

（
☑

を
入

れ
る

。
）

 

□
 

法
第

２
６

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
福

井
県

知
事

に
対

す
る

報
告

（
漁

獲
割

当
管

理
区

分
に

お
け

る
漁

獲
量

等
の

報
告

）
 

□
 

法
第

３
０

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
福

井
県

知
事

に
対

す
る

報
告

（
非

漁
獲

割
当

管
理

区
分

に
お

け
る

漁
獲

量
等

の
報

告
）

 

 ２
 

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

同
意

 

上
記

報
告

の
内

容
に

つ
い

て
、

水
産

資
源

の
資

源
評

価
、

操
業

実
態

の
把

握
そ

の
他

の
漁

業
生

産
力

の

発
展

に
資

す
る

取
組

に
活

用
す

る
た

め
、

国
の

機
関

、
独

立
行

政
法

人
等

（
独

立
行

政
法

人
等

の
保

有
す

る
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

（
平

成
１

５
年

法
律

第
５

９
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

独
立

行
政

法
人

等
を

い
う

。
）
、

福
井

県
の

機
関

、
福

井
県

の
設

置
し

た
地

方
独

立
行

政
法

人
（

地
方

独
立

行
政

法
人

法
（

平
成

１
５

年
法

律
第

１
１

８
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
方

独
立

行
政

法
人

を
い

う
。
）

そ
の

他
の

関
係

機
関

（
こ

れ
ら

の
機

関
か

ら
委

託
を

受
け

て
当

該
取

組
に

関
す

る
業

務
を

遂
行

す
る

者
を

含
む

。
）

へ
提

供
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

 

 （
記

載
要

領
）

 

１
 

委
任

者
が

複
数

の
場

合
に

は
、

連
名

で
１

通
の

委
任

状
を

作
成

す
る

こ
と

も
で

き
る

。
 

２
 

１
⑶

の
委

任
事

項
の

欄
に

つ
い

て
、

委
任

す
る

事
項

を
限

定
す

る
場

合
に

は
、

当
該

委
任

す
る

事
項

の
み

記
載

し
、

委
任

し
な

い
事

項
を

削
る

こ
と

と
す

る
。

 

３
 

１
⑶

の
委

任
事

項
の

欄
に

つ
い

て
、

法
第

２
６

条
第

１
項

お
よ

び
法

第
３

０
条

第
１

項
の

報
告

に
加

え
、

次
に

掲
げ

る
報

告
を

委
任

事
項

に
追

加
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

□
 

法
第

５
８

条
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

準
用

す
る

法
第

５
２

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
福

井

県
知

事
に

対
す

る
報

告
（

知
事

許
可

漁
業

に
お

け
る

資
源

管
理

の
状

況
等

の
報

告
）

 

□
 

法
第

９
０

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
福

井
県

知
事

に
対

す
る

報
告

（
漁

業
権

漁
業

に
お

け
る

資

源
管

理
の

状
況

等
の

報
告

）
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漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。 

  
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日       

福
井
県
知
事 
杉
本 
達
治 福

井
県
規
則
第
五
十
九
号    

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則 

 
（
福
井
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 第

一
条 
福
井
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
井
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 改

正
後 
改
正
前 

別
表
第
三
（
第
十
三
条
関
係
） 特

別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
通
常
の
管
理
行
為
ま
た
は
軽
易
な
行
為 
別
表
第
三
（
第
十
三
条
関
係
） 特

別
地
区
内
に
お
け
る
許
可
等
を
要
し
な
い
通
常
の
管
理
行
為
ま
た
は
軽
易
な
行
為 

一
～
八 
（
略
） 九 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
行
為 イ 

（
略
） ロ 

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
保
護
水
面
の
管
理
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
行
為 ハ

～
リ 
（
略
） 十 

（
略
） 

一
～
八 
（
略
） 九 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
行
為 イ 

（
略
） ロ 

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
保
護
水
面
の
管
理
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
行
為 ハ

～
リ 
（
略
） 十 

（
略
） 

 
（
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 第

二
条 
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
六
年
福
井
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 改

正
後 
改
正
前 

 
（
申
請
書
の
様
式
） 第

二
条 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
可
の
申
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
申
請
書
を
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 一 

法
第
十
一
条
の
五
第
一
項
ま
た
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
十
二
条
第
一
項

、
第
九
十
六
条
第
一
項
お
よ
び
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

認
可
の
申
請 
信
用
事
業
規
程
設
定
（
変
更
・
廃
止
）
認
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
） 

二
～
九 
（
略
） ２

・
３ 
（
略
） 

（
申
請
書
の
様
式
） 第

二
条 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
可
の
申
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
申
請
書
を
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 一 

法
第
十
一
条
の
四
第
一
項
ま
た
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
九
十
二
条
第
一
項

、
第
九
十
六
条
第
一
項
お
よ
び
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

認
可
の
申
請 
信
用
事
業
規
程
設
定
（
変
更
・
廃
止
）
認
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
） 

二
～
九 
（
略
） ２

・
３ 
（
略
） 

 
 

（
届
出
） 
（
届
出
） 
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第
四
条 
漁
業
協
同
組
合
等
お
よ
び
漁
業
生
産
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
か
ら
二

週
間
以
内
に
（
第
九
号
ま
た
は
第
十
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
）
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
り
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
法
第
十
一
条
の
五
第
四
項
（
法
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
一
項
お
よ
び
第

百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
信
用
事
業
規
程
の
変

更
を
し
た
場
合 
信
用
事
業
規
程
変
更
届
（
様
式
第
八
号
） 二

～
四 
（
略
） 五 

法
第
六
十
八
条
第
一
項
（
法
第
八
十
六
条
第
四
項
お
よ
び
第
九
十
六
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
も
し
く
は
第
五
項
（
法
第
九
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
八
十
五
条
の
四
第
一
項
ま
た
は
法
第
九
十
一
条
第
一
項

も
し
く
は
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
場
合 
解
散
届
（
様
式
第
十
号
） 五

の
二 
法
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
（
法
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第
九
十
二
条
第
五
項
、

第
九
十
六
条
第
五
項
お
よ
び
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
組
合
を
継
続
す
る
場
合 
水
産
業
協
同
組
合
継
続
届
（
様
式
第
十
号
の
二
） 

六
・
七 
（
略
） 八 

法
第
八
十
六
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
組
織
変
更
を
し
た
場
合 
組
織
変
更
届
（
様
式
第

十
三
号
） 九

～
十
三 
（
略
） 十

四 
組
合
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第

一
項
、
第
四
条
か
ら
第
八
条
第
一
項
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
ま
た
は
第
二
十

六
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
を
完
了
し
た
場
合 
登
記
完
了
届
（
様
式
第
十
八
号

） 十
五 
（
略
） 

第
四
条 
漁
業
協
同
組
合
等
お
よ
び
漁
業
生
産
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
か
ら
二

週
間
以
内
に
（
第
九
号
ま
た
は
第
十
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
）
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
り
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
法
第
十
一
条
の
四
第
四
項
（
法
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
一
項
お
よ
び
第

百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
信
用
事
業
規
程
の
変

更
を
し
た
場
合 
信
用
事
業
規
程
変
更
届
（
様
式
第
八
号
） 二

～
四 
（
略
） 五 

法
第
六
十
八
条
第
一
項
（
法
第
八
十
六
条
第
四
項
お
よ
び
第
九
十
六
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
も
し
く
は
第
四
項
（
法
第
九
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
八
十
五
条
の
四
第
一
項
ま
た
は
法
第
九
十
一
条
第
一
項

も
し
く
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
場
合 
解
散
届
（
様
式
第
十
号
）    

六
・
七 
（
略
） 八 

法
第
八
十
六
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
組
織
変
更
を
し
た
場
合 
組
織
変
更
届
（
様
式
第

十
三
号
） 九

～
十
三 
（
略
） 十

四 
法
第
百
一
条
第
一
項
、
第
百
二
条
第
一
項
、
第
百
三
条
か
ら
第
百
八
条
ま
で
、
第
百

十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
ま
た
は
第
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
登
記
を
完
了
し
た
場
合 

登
記
完
了
届
（
様
式
第
十
八
号
）  

十
五 
（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 
２
・
３ 
（
略
） 

様
式
第
一
号
中
「         
」
を
「         
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
八
号
中
「         
」
を
「         
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
十
号
中
「                         
」
を
「                                     

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。   第

１
１
条
の
４
第
１
項 

第
１
１
条
の
５
第
１
項 第

６
８
条
第
５
項
（
第
８
５
条
の
４
第
２
項
、
第
９
１
条
第
５
項 

第
６
８
条
第
１
項
（
第
６
８
条
第
５
項
、
第
８
５
条
の
４
第
１
項
、
第
９
１
条
第
１
項
、
第
５
項 

第
１
１
条
の
４
第
４
項 

第
１
１
条
の
５
第
４
項 
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様
式
第

1
0
号
の

2
(
第

4
条
関
係
)
 

 

水
産

業
協

同
組

合
継

続
届
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

  
福
井
県
知
事
 
 
 
 
様
 

 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表
者
の
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 
   

 
水
産
業
協
同
組
合
法
(
第

 
条

第
 

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
)
第

6
8
条
の

3
第

1
項
の
規
定
に
よ

り
、
清
算
が
結
了
す
る
ま
で
の
間
水
産
業
協
同
組
合
が
継
続
す
る
の
で
、
総
会
議
事
録
の
謄
本
を
添
え
て
届

け
出
ま
す
。

 

　
　

様
式
第
十
三
号
中
「第

８
６
条
の
９
第
１
項

」
を
「第

８
６
条
の
１
０
第
１
項

」
に
改
め
る
。

　
　

様
式
第
十
八
号
中
「水

産
業
協
同
組
合
法
第　
条

」
を
「組

合
等
登
記
令
第　
条

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告

示

福
井
県
告
示
第
４
０
０
号

　
漁

業
災

害
補

償
法

第
１

０
４

条
第

２
号

に
掲

げ
る

漁
業

に
係

る
区

域
お

よ
び

区
分

の
決

定
（

平
成

１
５

年
福

井
県

告
示

第
４

５
６

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

２
年

１
１

月
３

０
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
表

中

｢
坂

井
市

加

入
区

坂
井

市
の

区
域

１
 　

機
船

底
び

き
網

漁
業

（
漁

業
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
２

６
７

号
）

第
６

６
条

第
２

項

に
規

定
す

る
小

型
機

船
底

び
き

網
漁

業
を

い

う
。

以
下

同
じ

。
）

お
よ

び
沖

合
底

び
き

網

漁
業

（
漁

業
法

第
５

２
条

第
１

項
の

指
定

漁

業
を

定
め

る
政

令
（

昭
和

３
８

年
政

令
第

６

号
）

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

漁
業

を
い

う

。
以

下
同

じ
。

）

 
を

」

福
井

市
加

入
区

福
井

市
漁

業
協

同
組

合
お

よ
び

越
廼

漁
業

協
同

組
合

の
地

区
の

区
域

１
 　

機
船

底
び

き
網

漁
業

お
よ

び
大

型
定

置
漁

業
（

漁
業

法
第

６
条

第
３

項
に

規
定

す
る

定

置
漁

業
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

｢
坂

井
市

加

入
区

坂
井

市
の

区
域

１
 　

機
船

底
び

き
網

漁
業

（
漁

業
の

許
可

及
び

取
締

り
等

に
関

す
る

省
令

（
昭

和
３

８
年

農

林
省

令
第

５
号

）
第

７
０

条
第

２
項

に
掲

げ

る
小

型
機

船
底

び
き

網
漁

業
を

い
う

。
以

下

同
じ

。
）

お
よ

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
（

漁

業
の

許
可

及
び

取
締

り
等

に
関

す
る

省
令

第

２
条

第
１

項
に

掲
げ

る
漁

業
を

い
う

。
以

下

同
じ

。
）

 
に

」

福
井

市
加

入
区

福
井

市
漁

業
協

同
組

合
お

よ
び

越
廼

漁
業

協
同

組
合

の
地

区
の

区
域

１
 　

機
船

底
び

き
網

漁
業

お
よ

び
大

型
定

置
漁

業
（

漁
業

法
第

６
０

条
第

３
項

に
規

定
す

る

定
置

漁
業

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

改
め

る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ

の
告

示
は

、
令

和
２

年
１

２
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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訓

令

福
井
県
訓
令
第
１
８
号             

各
出
先
機
関  

福
井
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

  
令
和
２
年
１
１
月
３
０
日       

福
井
県
知
事 
杉
本 
達
治    

福
井
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令  

福
井
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
５
０
年
福
井
県
訓
令
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 改

正
後 

改
正
前 

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
出
先
機
関
の
長
の
専
決
事
項 

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
出
先
機
関
の
長
の
専
決
事
項 

出
先
機
関
名 

項 
長
の
専
決
事
項 （

略
） 

（
略
） 

（
略
） 嶺

南
振
興
局
若
狭
企
画

振
興
室
お
よ
び
嶺
南
振

興
局
二
州
企
画
振
興
室 

（
略
） 

（
略
） 嶺

南
振
興
局
林
業
水
産

部
お
よ
び
嶺
南
振
興
局

二
州
農
林
部 

１
・
２ ３ 

（
略
） 福
井
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
２
年
福
井
県
規

則
第
５
６
号
。
以
下
こ
の
項
中
「
規
則
」
と
い
う

。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務 ⑴ 

中
型
ま
き
網
漁
業
、
機
船
底
び
き
網
漁
業
、

こ
う
な
ご
船
び
き
網
漁
業
、
い
か
巣
び
き
網
漁

業
、
な
ま
こ
こ
ぎ
網
漁
業
お
よ
び
え
び
こ
ぎ
網

漁
業
以
外
の
漁
業
の
許
可
お
よ
び
当
該
漁
業
の

起
業
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
（
規
則
第
４
条
お

よ
び
第
６
条
）
。 健

康
福
祉
セ
ン
タ
ー 

（
略
） 

（
略
） （

略
） 

（
略
） 

（
略
）  

出
先
機
関
名 

項 
長
の
専
決
事
項 （

略
） 

（
略
） 

（
略
） 嶺

南
振
興
局
若
狭
企
画

振
興
室
お
よ
び
嶺
南
振

興
局
二
州
企
画
振
興
室 

（
略
） 

（
略
） 嶺

南
振
興
局
林
業
水
産

部
お
よ
び
嶺
南
振
興
局

二
州
農
林
部 

１
・
２ ３ 

（
略
） 福
井
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県

規
則
第
６
１
号
。
以
下
こ
の
項
中
「
規
則
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務 ⑴ 

定
数
漁
業
以
外
の
漁
業
の
許
可
お
よ
び
当
該

漁
業
の
起
業
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
（
規
則
第

７
条
お
よ
び
第
２
１
条
第
１
項
）
。    健

康
福
祉
セ
ン
タ
ー 

（
略
） 

（
略
） （

略
） 

（
略
） 

（
略
）  

   
附 
則  

こ
の
訓
令
は
、
令
和
２
年
１
２
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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公

告

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示

　
「

福
井

県
財

政
事

情
」

の
作

成
及

び
公

表
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

２
３

年
福

井
県

条
例

第
１

６
号

）
第

２
条

第
１

項
お

よ
び

地
方

公
営

企
業

法
（

昭
和

２
７

年
法

律
第

２
９

２
号

）
第

４
０

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

県
の

財
政

事
情

お
よ

び
公

営
企

業
の

業
務

状
況

を
別

冊
の

と
お

り
公

表
す

る
。

　
　

令
和

２
年

１
１

月
３

０
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
「

別
冊

」
は

省
略

し
、

福
井

県
総

務
部

情
報

公
開

・
法

制
課

県
政

情
報

セ
ン

タ
ー

、
財

政
課

お
よ

び
会

計
局

会
計

課
若

狭
会

計
室

に
備

え
置

き
、

一
般

の
縦

覧
に

供
す

る
。

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
７
４
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
２

０
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

令
和

元
年

分
の

政
治

団
体

の
収

支
報

告
書

の
要

旨
を

別
冊

の
と

お
り

公
表

す
る

。

　
　

令
和

２
年

１
１

月
３

０
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
２
－
３
号

　
令

和
２

年
１

２
月

１
日

か
ら

施
行

さ
れ

る
漁

業
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
等

の
法

律
（

平
成

３
０

年
法

律
第

９
５

号
）

に
よ

り
改

正
さ

れ
た

漁
業

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

２
６

７
号

）
第

１
２

０
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
福

井
県

の
海

面
に

お
い

て
、

竿
釣

り
お

よ
び

手
釣

り
に

よ
り

水
産

動
物

を
採

捕
す

る
場

合
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
制

限
す

る
。

　
　

令
和

２
年

１
１

月
３

０
日

　
　

　
　

　
　

福
井

海
区

漁
業

調
整

委
員

会

　
　

　
　

　
　

　
会

長
　

平
野

　
仁

彦

第
１

　
定

義

　
釣

り
を

行
う

た
め

に
水

産
動

物
を

蝟
集

さ
せ

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
も

の
で

、
１

）
海

中
に

直
接

散
布

す
る

も
の

、
２

）
カ

ゴ
や

袋
に

入
れ

て
海

中
に

散
布

す
る

も
の

、
３

）
釣

り
針

に
つ

け
る

餌
以

外
の

水
産

動
物

の
餌

お
よ

び
誘

因
物

質
、

を
「

ま
き

え
」

と
い

い
、

ま
き

え
を

使
用

し
た

釣
り

を
「

ま
き

え
釣

り
」

と
い

う
。

第
２

　
共

同
漁

業
権

漁
場

に
お

け
る

制
限

　
次

の
表

の
共

同
漁

業
権

漁
場

の
欄

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

の
区

域
に

お
い

て
は

、
船

舶
を

使
用

し
た

（
磯

渡
し

を
含

む
。

）
ま

き
え

釣
り

を
禁

止
す

る
。

共
同

漁
業

権
漁

場
区

　
　

域
免

許
番

号
漁

業
権

者

共
第

２
号

雄
島

漁
業

協
同

組
合

・
　

左
記

共
同

漁
業

権
内

の
全

海
域

共
第

５
号

、
共

第
６

号
福

井
市

漁
業

協
同

組
合

共
第

８
号

越
廼

漁
業

協
同

組
合

共
第

３
１

号
、

共
第

３
２

号
、

共
第

３
３

号
、

共
第

３
５

号
、

共
第

３
６

号
、

共
第

３
７

号
、

共
第

３
８

号
、

共
第

５
０

号
、

若
狭

高
浜

漁
業

協
同

組
合

・
 　

左
記

共
同

漁
業

権
内

に
敷

設
さ

れ
た

小
型

定
置

網
の

周
囲

１
０

０
ｍ

以
内

の

海
域

第
３

　
区

画
漁

業
権

漁
場

に
お

け
る

制
限

　
次

の
表

の
区

画
漁

業
権

漁
場

の
欄

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

の
区

域
に

お
い

て
は

、
船

舶
を

使
用

し
た

ま
き

え
釣

り
を

禁
止

す
る

。

区
画

漁
業

権
漁

場
区

　
　

域
免

許
番

号
漁

業
権

者

区
第

２
号

福
井

市
漁

業
協

同
組

合
・

 　
左

記
区

画
漁

業
権

内
の

全
海

域

区
第

１
０

号
、

区
第

１
１

号
、

区
第

１
２

号
、

区
第

１
３

号
、

区
第

１
５

号
、

区
第

１
６

号
、

区
第

１
７

号
、

区
第

１
８

号
、

区
第

２
０

号
、

区
第

２
１

号
、

区
第

２
２

号
、

区
第

２
３

号

敦
賀

市
漁

業
協

同
組

合
・

 　
左

記
区

画
漁

業
権

内
の

全
海

域

第
４

　
定

置
漁

業
権

漁
場

に
お

け
る

制
限

　
次

の
表

の
定

置
漁

業
権

漁
場

の
欄

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

の
区

域
に

お
い

て
は

、
船

舶
を

使
用

し
た

ま
き

え
釣

り
を

禁
止

す
る

。

定
置

漁
業

権
漁

場
区

　
　

域
免

許
番

号
漁

業
の

種
類

定
第

１
号

定
第

２
号

定
第

３
号

定
第

５
号

定
第

６
号

定
第

７
号

定
第

８
号

ぶ
り

定
置

漁
業

〃〃〃〃〃〃

委
員

会
指

示
第

３
０

―
７

号
に

よ
り

設
け

た
保

護
区

域
。

な
お

、

保
護

区
域

が
設

け
ら

れ
て

い
な

い
大

型
定

置
に

あ
っ

て
は

、
定

置

漁
具

の
各

網
部

よ
り

周
囲

０
．

３
海

里
の

範
囲

内
の

区
域
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令
和
二
年
十
一
月
三
十
日
発　

行　

発
行
人　

〒
九
一
〇

-

八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号　

福　

井　

県

定
第

１
０

号

定
第

１
１

号

定
第

１
２

号

定
第

１
３

号

定
第

１
５

号

定
第

１
６

号

定
第

１
７

号

定
第

１
８

号

定
第

２
０

号

定
第

２
１

号

定
第

２
２

号

定
第

２
３

号

定
第

２
５

号

定
第

２
６

号

定
第

２
７

号

定
第

２
８

号

定
第

３
０

号

定
第

３
１

号

定
第

３
２

号

定
第

３
３

号

定
第

３
５

号

定
第

３
６

号

定
第

３
７

号

定
第

３
８

号

定
第

５
０

号

定
第

５
１

号

定
第

５
２

号

定
第

５
３

号

定
第

５
５

号

定
第

５
６

号

定
第

５
７

号

定
第

５
８

号

定
第

６
０

号

定
第

６
１

号

〃〃〃い
わ

し
定

置
漁

業

ぶ
り

定
置

漁
業

い
わ

し
定

置
漁

業

ぶ
り

定
置

漁
業

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃い
わ

し
定

置
漁

業

ぶ
り

定
置

漁
業

〃

第
５

　
人

工
魚

礁
周

辺
漁

場
に

お
け

る
制

限

　
次

の
表

の
漁

場
の

位
置

の
欄

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

の
区

域
に

お
い

て
は

、
船

舶
を

使
用

し
た

ま
き

え
釣

り
を

禁
止

す
る

。

漁
場

の
位

置
区

　
　

域

福
井

市
越

廼

地
区

沖
合

　
⑴

　
次

の
ア

、
イ

、
ウ

、
エ

お
よ

び
ア

の
各

点
を

結
ん

だ
線

に
よ

っ
て

囲
ま

れ
た

海
域

　
　

ア
　

北
緯

３
６

度
０

３
分

２
０

秒
、

東
経

１
３

５
度

５
９

分
０

２
秒

　
　

イ
　

北
緯

３
６

度
０

４
分

２
０

秒
、

東
経

１
３

５
度

５
９

分
２

２
秒

　
　

ウ
　

北
緯

３
６

度
０

３
分

３
１

秒
、

東
経

１
３

６
度

０
０

分
０

８
秒

　
　

エ
　

北
緯

３
６

度
０

２
分

４
４

秒
、

東
経

１
３

５
度

５
９

分
５

２
秒

　
⑵

　
次

の
オ

、
カ

、
キ

、
ク

お
よ

び
オ

の
各

点
を

結
ん

だ
線

に
よ

っ
て

囲
ま

れ
た

海
域

　
　

オ
　

北
緯

３
６

度
０

０
分

２
５

秒
、

東
経

１
３

５
度

５
７

分
０

４
秒

　
　

カ
　

北
緯

３
６

度
０

２
分

１
０

秒
、

東
経

１
３

５
度

５
８

分
２

６
秒

　
　

キ
　

北
緯

３
６

度
０

２
分

０
２

秒
、

東
経

１
３

５
度

５
９

分
４

５
秒

　
　

ク
　

北
緯

３
６

度
０

０
分

４
１

秒
、

東
経

１
３

５
度

５
８

分
４

２
秒

第
６

　
指

示
の

有
効

期
間

　
令

和
２

年
１

２
月

１
日

か
ら

令
和

３
年

１
１

月
３

０
日

ま
で


